
がん対策推進協議会
平成22年度がん予算 提案書取りまとめ担当委員会



■集計結果について

がん対策推進協議会「平成22年度がん予算 提案書取りま

 
とめ担当委員会」では、提案書に盛り込むがん予算提案に

 
ついて、広く国民の意見を反映させるため、東京（2月1日）、

 
宮城（2月7日）にて、「がん対策に関するタウンミーティン

グ」を開催した。

会場で広く意見を求めたほか、参加者に意見シートを配布

 
し、がん対策および予算に関する意見を記入してもらい収
集することで、意見集約化の一助とした。

当集計結果は、記載された自由記述意見、およびがん対策

 
の優先順位等に関する選択設問の解析結果を報告するも
のである。

国民のニーズに基づくがん対策およびがん対策予算の策
定に向けた一助とされたい。

がん対策推進協議会
平成22年度がん予算 提案書取りまとめ担当委員会

■がん対策に関するタウンミーティングについて（概要）

東京開催
日時：

 

2009年2月1日（日）
13:30 –

 

16:30 （開場

 

13:00）
場所：

 

国立がんセンター築地キャンパス
国際研究交流会館

 

3階

 

国際会議場
（中央区築地5-1-1）

宮城開催
日時：

 

2009年2月7日（土）
13:30 –

 

16:30 （開場

 

13:00）
場所：

 

宮城県医師会館
（仙台市青葉区大手町1-5）

■回答集の番号表記などについて

【Q1】

 

現在の「がん対策」に満足

１．強くそう思う

 

２．少しそう思う

 

３．あまりそう思わない

 

４．そう思わない

【Q2】

 

がん対策予算は十分

１．強くそう思う

 

２．少しそう思う

 

３．あまりそう思わない

 

４．そう思わない

【Q3】

 

がん対策でもっとも重要であると思うテーマ（３つまで）
(1)医療従事者の育成（医師など）
(2)緩和ケアの充実（緩和ケアチーム、ホスピスなど）
(3)在宅医療の充実
(4)最適な（標準）治療の浸透
(5)医療機関と連携体制の整備
(6)患者支援と相談/情報提供体制整備
(7)がん登録の整備・推進
(8)がんの予防（たばこ対策など）の推進
(9)がんの早期発見（がん検診）の推進
(10)がんの研究の推進
(11)がん計画の進捗管理と評価
(12)がんの種類別の対策
(13)その他の個別テーマ

【Q4】上記からテーマを選んだうえで、意見を自由記述
【Q5】がん予算など全般について、意見を自由記述

＊意見シート原本は巻末に添付されています。ご参照ください





通し番号
所属番

号
所属そ
の他

都道府県
【Q1】

対策に
満足？

【Q2】
予算は
十分？

【Q3】
重要

テーマ
（番号）

同左 同左
Q3-12具体的

種類
Q3-13具体的

テーマ

【Q4】
●意見

１－
（番号）

問題点 要望／予算措置
●意見
2－（番

号）
問題点 要望／予算措置

●意見
3－（番

号）
問題点 要望／予算措置

【Q5】全般－問題・課
題

要望／予算措置

1 3 3 1 4 6

幅広い知識、東洋
医学、免疫細胞療
法等、食事療法等
の総合治療法、手
術、放射線、抗が
ん剤、保険適用の
範囲 6

情報提供の開示、
患者は弱い立場と
言う事で、自分に
とって最適な治療
受けずらい

2 4 千葉 4 4 6 10 13 6

初等教育・中等教
育で国民病である
「がん」の基礎知識
を学んでいるがん
患者とその家族に
は著しい知識格差
があり、医師との
円滑コミュニケー
ションの阻害因子
となっている。ICの
段階でのつまずき
から全体のQOL低
下を招く結果もあ
り、納得のいく医療
が得られていな
い。

初等・中等教育に
おける「がん」＝
「国民病」の説明、
タバコ、ドラッグ、
生活習慣とがんの
関連、ウィルス（ワ
クチンで予防でき
る）とがん発現メカ
ニズム、遺伝子異
常と免疫力の関係
などを説明する、
がん医療システ
ム、専門医につい
てを説明、病院見
学なども実施 10

HIVが慢性病とな
り、不治の病でなく
なっている理由
は、必要な投資
（研究助成金）が行
われていることに
よる。膵がんが過
去30年間生存率に
改善がみられない
のも研究助成の欠
乏が大きい。日本
の優秀な研究者に
救いの手を差し伸
べ、日本ががんの
基礎研究分野で
ノーベル賞受賞者
を多発し、がん患
者（世界・アジア・
日本）を救えるよう
に

・研究助成金の増
額と「がん研究促
進助成金」日本版
NCIを創設！・がん
研究助成に関する
寄付金は税金控
除・研究施策の戦
略決定の「みえる
化」、透明化の確
保・がん患者団体
の参加（決定機関） 13

海外のがんセン
ターで研究してい
る日本の研究者
が、戻ってきても研
究を続ける施設が
ないため研究を断
念せざるを得ない
現実がある。がん
はまだまだ基礎も
臨床研究も必要。
欧米依存型から自
律型へ日本は脱皮
すべき。

独立行政法人化さ
れた大学病院へ研
究助成を与えて救
済すべき。特別予
算措置をがん研究
機関へ提供すべ
き。世界に平和貢
献するなら「がん対
策と基礎研究でモ
デルを示せ」！

国のがん対策予算
が都道府県では使
えない、使いずら
い問題があり、患
者のベネフィットに
つながっていない、
計画が実施されて
いない問題。

国の予算化プロセ
スの「見える化」と
都道府県の担当者
のコミュニケーショ
ン強化ー連絡協議
会／説明会の設置

3 12 千葉 3 3 5 8 9 5

拠点病院における
がん医療は充実さ
れつつある。それ
以外の病院、診療
所との連携体制を
強化する必要があ
る。

連携は必ずしも都
道府県内にとどま
るとは限らないの
で、統一的連携パ
スなど全国の展開
ができるようにして
ほしい。 8

若い人、特に若い
女性の喫煙が減ら
ない。

たばこ対策（具体
的には値上げ、自
販機対策）を強力
に進める。 9

市町村はメタボ対
策が最重要と考え
ている。財政が
ひっ迫しているの
でがんに力を入れ
られない。

効果的ながん（女
性がん、大腸が
ん）への集中的検
診を強力に集め
る。

素晴らしい企画で
あると思う。ほかの
分野でもこうした動
きが起こることを望
む。

・国が中心となった
たばこ対策。・女性
がん、大腸がん検
診の充実

4 15 東京 4 4 7 8 9 7

がん登録が全国規
模で実施できてい
ない。特に東京都・
埼玉県にがん登録
がないのが致命的
である。

がん登録の法制化
による個人情報保
護の仕組みの確
立。予算措置必
要。全国で20億円
程度でできると思
う。 8

喫煙率がまだ高
い。禁煙へのサ
ポートが不足。（保
険診療では制約が
多すぎる）

たばこ税の増税。
1000円たばこの実
施。予算措置どこ
ろか収入増にな
る。禁煙サポート
の充実。財源はた
ばこ税。たばこ税
収入の一部をがん
対策基金にするこ
とで、禁煙や予防、
患者支援に支出す
る。 9

受診率が低い。精
度管理も不十分。
市町村の財源難で
検診予算を増やせ
ない。

市町村の事業では
なく、公的医療保
険の現物給付とし
て、がん検診を実
施する。がん登録
と連結した精度管
理を実施。

PDCAサイクルが
回っていない。目
標設定プロセス、
評価を明確にして
いない。厚労省が
数値を出したがら
ない。

数値目標を決めて
検証の仕組みを作
り、改善していく。
たとえば、がん検
診受診率は独自世
論調査で数値化す
る。（国民生活基礎
調査は3年毎なの
で）

5 2 4 4 4 13 13

・臨床試験がどこ
の病院で行われて
いて、「登録中」、
「参加条件」がわか
らない。・臨床試験
を支える患者団
体、一般市民が少
ないのは、PR不
足。・臨床試験を
やっている施設も
少ない。

・ポータルサイトを
立ち上げるなど検
索しやすい仕組み
を構築してほし
い。・臨床試験につ
いて患者視点で説
明する仕組み、イ
ンセンティブの明
文化、PR。・臨床
試験を行っている
施設を増やしてほ
しい。 4

ドラッグラグが4
年、ワクチンラグは
20年あるといわれ
ている。患者として
北朝鮮と同じレベ
ルから一刻も早く
抜け出して、先進
国としてのシステ
ムが欲しい。国際
標準の治療が受け
られるように。

ラグ解消に向けた
システム解析と解
決策の実施を望み
ます。

1 / 12 ページ 東京



通し番号
所属番

号
所属そ
の他

都道府県
【Q1】

対策に
満足？

【Q2】
予算は
十分？

【Q3】
重要

テーマ
（番号）

同左 同左
Q3-12具体的

種類
Q3-13具体的

テーマ

【Q4】
●意見

１－
（番号）

問題点 要望／予算措置
●意見
2－（番

号）
問題点 要望／予算措置

●意見
3－（番

号）
問題点 要望／予算措置

【Q5】全般－問題・課
題

要望／予算措置

6 11 千葉 2 2 5 6 9 9

現在の公的がん検
診は市町村の一般
財源化されており、
財政的にも制度的
にも受診率UPのイ
ンセンティブに乏し
い形となっている。

まずは受診率増
（目標）を前提とし
た予算確保（総務
省）が必要だが、
中期的にがん検診
を医療保険者に義
務付ける（特定検
診のように）など制
度的な検討を行っ
てほしい。 5

がん診療連携拠点
病院制度は、一定
の効果を上げてい
ると思う。しかし、
地域（医療圏）毎に
成熟度やニーズが
異なるため、設備
整備を含めたフレ
キシブルなメニュー
が必要。

放射線治療機器の
整備等、設備整備
補助の継続は必
要。また、診療報
酬面の対応も検討
してほしい。 8、10

・たばこ対策につ
いて国のリーダー
シップが乏しい。・
研究費は国に集中
している。

・近縁の数値目標
化をはじめ、強力
に禁煙を推進して
ほしい。・がん関係
の地域のDB作り等
に使える研究費の
地域枠を考えてほ
しい。

・国、県、市町村、
各々単年度主義の
ため、同じようなタ
イミングで予算業
務を進めなければ
ならない。・がん登
録はやはりもう立
法化が必要ではな
いか。

・予算面について、
例えば国庫負担に
より都道府県にが
ん対策基金を作る
などしてはどう
か？・制度面の検
討も必要（診療報
酬、NPOに対する
税制優遇等）

7 1 山梨Ⅱ 3 4 8 11 8

たばこ対策を含め
たがんの予防教育
ができていない。

小学生のうちにが
んに対する健康教
育をする。特に、た
ばこの害について
は、小学生への啓
発が両親の禁煙に
つながる。 11

がん計画を公式に
評価・検討する機
会がなかった。

進捗状況を評価・
検討する機会を
国、都道府県ごと
に開催する仕組み
が必要。

国庫補助金が使い
にくいのか、都道
府県の努力が足り
ないのか10/10で
も使われていな
い。

一般の患者や患者
委員に分かるよう
な形で提供や申請
ができる仕組みが
必要。

8 1 山梨Ⅰ 3 4 5 6 11 5

医療者同士、医療
機関同士が連携す
る仕組みがない。

共通のツールが必
要になる。例えば、
共通の電子カル
テ、共通の部会…
何が共通のツール
かは検討が必要だ
が、共通するもの
が多く存在するよう
にする。 6

患者支援や情報提
供のためのポータ
ルサイトがない。患
者の声を中立的な
立場で聞く場所が
ない。

ポータルサイトの
設立。人材育成、
人件費を含め各都
道府県の数になる
ので初期投資50億
くらいか。 11

がん計画をスロー
ガンとして掲げて
いても、現状では
掲げただけ。

各都道府県で進捗
状況を同じ時期に
公表させ、次年度
に反映させる仕組
みを作る。良い計
画には10/10 国庫
助成金を出す。（数
億円）

・「患者の声」といっ
ても患者は仕事で
はない。この現実
を無視して患者の
声を反映しようとし
ている。・患者当事
者が予算の企画・
立案・決定の場に
いない。

患者当事者の声を
まとめる組織が必
要。議員の役割な
のかもしれない
が、患者に関する
代表も必要だと考
える。（国の予算な
のか社会の責任な
のか）

9 1 東京 4 4 4 6 7 4

がん死亡率を下げ
る対策として、標準
治療の遵守を守る
ことが治療のス
タート。拠点病院の
整備と臨床指標を
計測、比較するシ
ステムの確立。医
療費と予算会議に
患者、市民の当事
者に参画し、共に
考え、行動していく
システム作り。患
者当事者主導の政
策決定を！！

ガイドライン遵守率
を（患者組織）団体
等が調査する。 6

限られた医療費を
どの分野に優先的
に投入したいの
か、研究費や機器
の整備や更新へ、
予算の比重がかか
りすぎていると思
う。ソフトの面、患
者サービスの提供
にも力を注いでほ
しい。24時間365日
対応のコールセン
ター、電話相談の
利用を通して、が
ん難民の5200億～
3500億の削減にも
役立つと思う。患
者が患者必携をみ
ながらコールセン
ターに質問、相談
していけるようにす
る。コールセンター
を設置することによ
り、救命数、QOLの
向上に役立ち、効
果が大きい。

限られた予算の中
でどの分野にどの
ように配分してくる
のか、と研究費。
機器の整備、更新
に予算の比重が多
いように思う。直接
患者・がんになって
も安心できる社会
の実現のためには
①治療②心のケ
ア、にスポットをあ
ててほしい。配分を
十分に考えてほし
い。かたよらず。予
算化事項の内容を
いろいろな方々と
の意見交換し、必
要なものに必要な
分の予算付けして
ほしい。①現在の
医療費の無駄を排
除②負担をどの程
度できるのかを考
えていく。③医療分
野に優先的に投入
するのか、順位を
考える。　　予算を
どのくらいか、と言
われても、試算が
立てられない、よく
わからない。

2 / 12 ページ 東京



通し番号
所属番

号
所属そ
の他

都道府県
【Q1】

対策に
満足？

【Q2】
予算は
十分？

【Q3】
重要

テーマ
（番号）

同左 同左
Q3-12具体的

種類
Q3-13具体的

テーマ

【Q4】
●意見

１－
（番号）

問題点 要望／予算措置
●意見
2－（番

号）
問題点 要望／予算措置

●意見
3－（番

号）
問題点 要望／予算措置

【Q5】全般－問題・課
題

要望／予算措置

10 15 山梨 3 3 1 2 3 9

各自治体が行うが
ん検診ですが、実
施する医療機関に
よって、また各地区
医師会によって、
検診方法がバラバ
ラ。この精度管理
を誰がやるのか。
実際にがん検診で
きない医療機関が
ある。

精度管理をする制
度と予算措置

11 3 3 2 3 10 2

終末ケアの情報が
患者側に十分届い
ていない。東大の
医療者と患者のア
ンケートで大きな格
差が出たのはその
反映とみることが
できるのではない
か

ターミナルの医療
の理解についても
う少し丁寧に 3 人数不足

インセンティブをつ
ける方法をもっと考
えていくべきだと思
う

12 15 東京 3 4 4 5 6 4

刻々と変遷、進展
していく（病状に
よっても変わる）治
療法を適時に情報
提供して、患者＋
医療者に知らせ実
践してもらうこと。

その大きな足かせ
になっている適応
拡大問題を解決す
るため、医薬局・保
健局もとりこんで緩
和策を早急にまと
めること。特に療担
規則を変えて、日
本版コンペンディア
を導入すること。＋
DPCデータを活用
した情報公開によ
るレジュメ、抗生剤
の標準化。いずれ
も予算や診療報酬
より難しい問題で
すが・・・ 5

がんに限らないが
在院日数短縮にあ
わせて、まだ治療
の必要な状態のま
まで地域（在宅）に
戻されている例が
増えている。回復
期、療養病床の少
ない東京や近辺、
東日本の状況はか
なり深刻でない
か。

療養病床を増やす
という選択肢はな
い。地域の医療資
源がどこにあるか
明らかにしてマッピ
ングし足りないもの
を明確ににしつつ
育てるため、医療
計画とその川下の
患者、行政の協
働。 6

4で挙げた点とも共
通するが治療法に
ついての情報以外
にも患者同士の連
携、患者の自助を
促す仕組みが必
要。

医療機関によっ
て、相談窓口には
まだまだがんサバ
イバーの配置がな
されていない。例え
ばCNJのサバイ
バー研修、認定制
度を活用（応用）し
て患者体験者を育
てるとともに、県職
として雇用し各機
関に配置してほし
い。

がん対策予算のみ
で動くことは小さ
い。診療報酬にも
連動するよう勝村
委員をとりこみつ
つ、作戦を練りま
しょう！！

13 2 東京 3 2 3 6 13
療養生活の
質向上 3

両親ともに高齢、
認知症、がんという
現況です（北九州
在住）。2人きりで
支えあい、ご近所・
知人も老老介護と
いう生活のなか、
頼りになるのは遠
方の子世帯よりも
身近な医師や看護
師さん、ヘルパー
さんたちです。しか
し通院にかかる福
祉タクシー費用（高
齢で認知症のため
車の運転は危
険）、つきそいの方
への費用、留守中
１人になるほうを見
守る人の費用等が
大変な負担。

がん拠点病院でな
くてもよいので、対
応できる病医院へ
の通院補助を、自
治体は地域のバス
網などを考えて給
付してほしい。シル
バーパスがあって
もそのバス停まで
行けない高齢者の
ほうがずっと多い
し、がんや認知症
の早期治療は病院
にとどりつく前の時
点でもう格差がつ
いてしまうと感じ
る。運賃＋通院介
助費をせめて割引
してほしい（確定申
告を待っていては
がんの場合間に合
いません！） 6

介護保険のヘル
パーさんやケアマ
ネージャーにがん
看護の知識が少な
く、交替できるほど
の事業所数もない
地方なので、家族
は「病院できいたこ
とをケアマネに伝
える」相当な労力
がいる。医療ソー
シャルワーカーが
在宅ケアマネー
ジャーともっともっ
と連携してくれてい
たらとても心強い
のに・・・（それほど
難しいこととは思え
ないが？）

がんになっても病
院でなく家・地域で
暮らし続けるのに
必要なことについ
て、がん医療を行
う病院がMSW・ケ
アマネらを集めて
勉強会をやってほ
しい。その時、近郊
のがん患者会や入
通院患者たち当事
者をできるだけ聴
講に入れて一緒に
考えてほしい。そう
いう事業体に加算
があってもよいくら
いと思う。

立案プロセスや予
算について本日お
話をきいて初めて
わかったところも多
かったです。マスコ
ミにあまり出ていな
いように思いました
が？？　本田麻由
美さんらはよく知ら
れているので、一
般市民とつなぐ役
割を果たしてくださ
ればと期待してい
ます。
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14 4 東京 2 2 4 5 10 4

エビデンスベース
の治療についての
認識は専門医の限
られた世界のもの
となっている。医師
間の情報格差解消
と同時に、患者/国
民が必要な治療情
報がなかなか得ら
れないという問題
がある。

療機関情報（専門
医情報）を公開す
る。公開した医療
機関には予算をつ
ける。②また必要
な治療（医療）情報
は共通の資材と
し、無駄な資源を
なくす。学会への
予算配分も1つの
オプションと思われ
る。 5

熱意のある医師だ
けが寝食惜しんで
ネットワークの構築
に注いでいるのが
現状。病院は経営
持続が最大の重要
課題となっている。
モチベーションの
持続は難しく連携
には時間の束縛各
病院毎の経営方針
という壁もある

医師教育の充実が
必要。医師という
職業の人間として
の条件を明示し、
国家資格に含める
べき。教育制度に
予算を積んでほし
い。医師数だけを
増やすことには疑
問。 10

日本ではエビデン
スがあまりいないと
言われている。

国民自ら参加する
という意識が低す
ぎる。皆保険に入
る国民としての前
提を明確にする
（基準をつくる）うえ
で予算をつける

予算を立案すると
いうことはプランを
ある程度具体化し
た計画が必要であ
るが見えてこない。
与えられた予算を
使う、というイメー
ジなので無駄が多
い

自治体の育成。丸
投げではうまく行か
ない。国からのリ
ソース導入も1つの
optionである。透明
性のあるプロセス

15 1

千葉（現
在は東
京） 3 3 1 6 10 1

現在医療関係者か
ら患者へ標準治
療、診療方針につ
いての説明が適切
にされているとは
思えない。診療時
間の短さから、と思
われるが医師によ
り治療方針にまだ
まだバラつきがあ
る。文書化する、ま
たは患者会などに
よる説明若しくは
看護師などからの
説明があるとよい
のだが・・・患者は
初めてのことで知
識がないので説明
だけではなく標準
治療のパンフなど
視覚的に話される
と納得し、聞き洩ら
しもないのではな
いだろうか 6

日々の研究により
日進月歩の今日で
あるが患者に情報
が提供されていな
いのではないか

がん患者が賢い治
療を受けるため情
報を積極的に提供
してくださることを
望む。高齢者など
はインターネットな
ど使えず情報不足
になっていると思
われる 6

患者側として医療
者からより患者会
での情報公開、勉
強会が役に立つ事
が多かった。患者
会を医療の助けと
して位置づけ、向
上をはかる施策を
できるようにできな
いか

・地方によりガン対
策の差、予算など
に雲泥の差が見ら
れる。・がん教育
（青少年への）を
（喫煙を含め）どの
ように、いつ、（予
算を含め）だれが
（どこが）どのよう
に行うか考えてい
きたいがどうか

地方リーダー、
ワーキンググルー
プの推進、連携が
望まれる。　抗がん
剤等の費用負担に
ついて、高額療養
費の負担ですが、
転移して治療を受
ける場合、科が違
うと別にされるが、
原発がんに対する
ものとして高額療
養費が適応されな
いものか検討して
ほしい

16 1 神奈川 3 3 1 3 5 1

患者会を組織して
いる立場から、患
者と医療者の言葉
からのトラブルが
非常に多い。医療
者を育成する医学
部の中に基本的な
教育が不足してい
るのでは？

医学部の基礎課程
に工夫がほしい。
哲学、倫理、宗教
学などの教育者を
増やせるとよいと
思う。即効性はな
いかもしれないが、
将来はきっと役に
立つと思う。予算
的にはどれ位いる
のでしょうか？難し
いでしょうか？考え
てください。 3、5

国の方針で在宅を
選ばなければいけ
なくなるのでは。家
族の負担を考える
と踏み切れない患
者が多い。ホスピ
スはとても少ないし
治療から終末期に
なるとがん難民が
増すので考えてほ
しい

終末期、看取りの
医師、看護師はま
だまだ不足してい
ると思うので質を
高め数を増やして
ほしい

がんの治療の対策
だけでもがん治療
はできないことが
多い

がんの治療は心の
病いとリンクするの
でうつ対策などに
予算をさいてほし
い。カウンセラーの
数、精神科のドク
ターを増すなどして
ほしいと思う
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17 1 神奈川 3 2 5 6 5

医療機関は総合病
院（診療）としての
PRの必要から、さ
も成人病・がんも
専門に扱う医院の
ような印象を受け
る。市町村レベル
の公立病院でも同
様で、治療の均等
化（均一化）を計る
以前の問題であ
る。連携室はクリ
ニックレベルの機
関との連携が役務
であり、がん専門
病院、拠点病院と
の連携は各医師に
任せているとの返
事があった。長野
県の例は面白かっ
たです。個人的に
は天文台とがん発
生率は比例するが
私の教です。

各都道府県に対策
と予算措置しても、
国が地方に下すと
同様、地方は市町
村に下すこととなっ
てしまうので基本
はそれこそ措置し
た予算の使用の仕
方まで教えなけれ
ば困るだけです。
一般に役人は苦労
をしていない、苦し
んでいないのです
から、できれば地
方を含め担当は自
域で苦しんでいる
人を選任する。で
あればすぐに予算
措置されたものを
大喜びで使用し尽
くすと思います。 6

患者支援と相談、
情報提供について
は拠点病院で相談
窓口を設けている
程度で実質稼働し
ていない。コールセ
ンターなどに連絡
された方も患者会
に殺到いたしま
す。よく聞く話は、
医師を含めだれに
聞いても、だれに
話しても解決しな
かった心の中を患
者会で初めて糸口
が見つかったと言
う方が多々ありま
す。正にがんは体
とともに心の病でも
あると思う。

この患者会に県の
条例では患者会の
支援を明記されて
おりますが、一円
の金銭的支援があ
りません（拠点病
院からは医師/職
員の私的な種々支
援を受けれます
が）。会の実態が
つかめないため助
成できない。患者
会の運営者は自発
的な会であるた
め、明日の命も保
障がない。予算措
置に条件付けせず
措置してほしい。

がんという病に対
する特別視は良く
も悪くもあり、やは
り病の必死の特殊
性がそうさせるの
かと思う。がん対
策法の時代にあん
なに盛り上がった
のはどうしてか。日
本人の特性がこん
なところにもあらわ
れている。大騒ぎ、
マスコミの取り上げ
もある意味時流に
流れ面白おかしい
ものとなっている。

がんが特殊である
なら、差別しない差
別もあることを考え
れば、従前の例に
ならわず予算措置
すべきである。が
ん政策の予算など
一般的役人に投じ
ても一切期待に応
えられないと思う。
拠点病院を通し患
者に投じてみたら
どうか。

埴岡さん、ご苦労さ
まです。かような問
題については埴岡
さんが引っ張り出
されることは明らか
なことです。敬服し
ております。今回
の調査で都道府県
の予算消費が少な
く、独立行政法人
は予算が足らない
という結果など、埴
岡さんは十分に予
測できたことだと思
います。独立行政
法人が小泉政権以
降数倍に膨れたこ
とを考えれば自明
です（シュールです
いません）

病の特殊性から千
差万別であり、対
策・予算措置につ
いてもフレキシビリ
ティーを必要と思
う。基本知識と幼
稚な表現である
が、がんに対する
熱い何らかの重い
を必要であると思
う。

18 3 福岡 3 4 9

①小児がん治療の
ため拠点病院　②
小児がん患児の社
会復帰　③晩期障
害や特慢の公費負
担制度

①発病時の医療従
事者から専門病院
の紹介　②社会復
帰が難しい。源泉
徴収税を払えるよ
うな社会人になる
ための助成　③晩
期障害や小児慢性
特定疾患医療公費
負担度の見直し

周りで３０,４０代の
働き盛りの人がが
ん患者となってい
る。病気は進んで
いる。がんの早期
発見は重要であ
る。

がん検診の受診率
を高めるにはどうし
たらよいか、NHKな
ど受診の呼びか
け。がん検診のモ
デル地区などを提
案し、早期発見の
啓発運動、在宅ケ
ア→家族へ看取り
等の支援、地域の
保健師などから指
導

患者サイドからの
意見が少ない。患
者は他力本願にな
らないよう治療をよ
く知る。緩和ケアが
周知されてない。

ピア・サポートの必
要性（研修、養成、
がん支援NPO認
定）。病院などの窓
口で緩和ケアサー
ビスの紹介。

医療サイド主導の
予算が行われてき
たと感じる。このよ
うな席に参加でき
ることが患者にとっ
てまずは進歩と思
われます。患者を
代表して感謝申し
上げます。

小児がん特慢医療
制度の見直し。小
児がん患児の社会
復帰への支援。小
児がん晩期障害へ
の研究。小児がん
など病気を発症し
た家族への１人親
への支援対策。

19 3 東京 4 4 1 4 6 6

子どもががんに
なった時、患児家
族（兄弟を含む）の
経済的、心理的支
援が地域、病院に
より格差が大き
い。

・経済的支援：小児
慢性特定疾患につ
いての見直し。窓
口となる保健所な
どの再教育と徹
底。交通費の補
助。　・心理的支
援：臨床心理士、カ
ウンセラーの配置
（無償ボランティア
ではなく常勤職員
として） 6

短期入院が推進さ
れ、地域での療養
に不安がある（一
般的なかぜや虫歯
でも、小児がん経
験者であることが
地域の医師にわか
ると治療を受けら
れないことがある）

拠点病院と地域の
病院との連係の強
化 6

地域の学校での理
解に格差が大きく、
治療後の復学困難
を訴える患児が多
い

必要な補助教育制
度、家庭訪問教師
の配置。病弱児教
育に関する制度
化。

肉体を持った時か
らがんになる可能
性があるが、少数
（年間発病が、
2500人から3000人
程度）のため、社
会的認知度が低
い。そのため理解
度も低い。

医療者、教育者、
公役窓口の再教
育。社会向け教育
（啓発等）。
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20 2 東京 4 4 1 7 12
小児がん全
般 1

小児がん専門医が
不足しているため、
拠点病院が確立さ
れていない。適切
な治療をできる医
師が不足している
ために初期治療が
迅速にされない。

小児科医（小児が
ん）育成の予算
付。小児がん拠点
病院の確立の予算
付。 7

希少疾患である小
児がん全般の情報
をデータセンターで
集めて各病院で情
報をとれるようにす
る

がん登録に小児が
んを疾患別に入れ
て予算を出してほ
しい。各疾患別に
研究時を増やすこ
とをしないと何も始
まらない！医師主
導治研にもっと多く
の予算を付けてほ
しい。 12

希少疾患である小
児がん全般です
が、疾患別にしな
いと初期治療が迅
速にできない。ま
た、医師の経験不
足により大変な後
遺症が残ったり、
命が失われている
のが現実。

疾患別に適切なプ
ロトコールの勉強
会の予算付けをし
てほしい。小・中・
高・大の先生方の
勉強会（患児フォ
ローアップのため）
を国がしないと、理
解をしてもらうのが
むずかしいため、
そのための予算を
付けてほしい。

がんは大人も子供
もかかるのに、大
人だけしか話が出
てこないのはおか
しい。小児がんに
なって大人になり、
またがんになる人
もいます。その時
はハイリスクになり
治療が難しい。そ
のためのがん対策
もしないといけな
い。小児がん全般
のがん対策をして
ほしい。

小児がん全般の長
期フォローアップの
確立！！その為の
外来（専門外来）の
確立の予算付け。
医師、患者本人ま
たは家族の勉強会
などの予算付け。
大人のがんと同じ
ように予算を付け
てくれないと何もで
きない！！

21 1 大阪 3 3 1 2 9 3

がん検診受診率が
低い。　市民の検
診に対する意識が
低い。　検診の受
け皿が少ない→市
町村の検診に申込
をしても定員に達し
ている。　土日祝に
検診を受けたい。

都道府県と市町村
との連携をもっと密
に取り組んでほし
い（広報）。　医療
従事者のスキル
アップ希望と現実
業務状況との
ギャップの改善。
就職勤務されてい
る方のがん検診訴
求及び対策。　企
業へのタイアップ。
土日祝の検診実施
に対する予算化。 　

在住のがん対策推
進協議会の議事内
容やどのような動
きになっているの
か表面化されてい
ない

22 1 千葉 3 4 6 7 9 9

現在は県から市町
村に丸投げで、受
診率が上がると市
町村の財政はパン
クするということ
で、計画に50%の目
標値を上げても、
具体策や支援がな
いのが現実。この
現実をどう解決す
るかという話合い
がされていない。
五大がんの受診率
50%は絵にかいた
餅で終わるのでは
という恐れを感じて
いる。

県と市町村の担当
者と患者・家族一
堂に集ってこの現
実を打開する方法
を話し合い、出来
るところから協働し
ていくことを提案し
たい。またはどこか
で実施したように
五大がんの検診を
一日で受診できる
ようにするとか、検
診の費用は国が全
額予算化すること
を希望するが、無
理な場合は、がん
検診基金を集める
のもよいのではな
いかと思う。 6

患者の心のケアが
計画に文言として
載せてもらったが、
ピアカウンセラー
（サポーター）の養
成をしても拠点病
院の受け入れ体制
がないという現実
に直面している。
県の職員はそれな
りに努力してくれて
いるが、がん対策
計画に協力しても
らうには病院（拠
点）にどのように働
きかけるかが課題
である。

患者相談センター
の相談員構成メン
バーに、がん体験
者のピアサポー
ター（カウンセ
ラー）を配置するの
文言を国のがん対
策基本計画に入れ
ていただきたい。そ
して、ピアサポート
（カウンセラー）養
成の予算を国の予
算に是非計上して
いただきたい。ま
た、患者サロンリー
ダーの育成のため
の予算。
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23 16 東京 3 4 6 7 11 6

情報提供体制の前
に、収集体制の整
備がなされていな
い（収集された
データがなければ
提供できないは
ず）。　拠点HPの
体制に関する情報
についても、集め
ること、集められた
情報のまとめ、整
理,,,,確認について
出す方も集める方
も労力がかかるの
に人手がない、予
算がついていな
い。→そもそも情
報を収集する（～
提供する）にはお
金がかかるという
ことを一般の人、
専門家、行政も含
めて認識すべき
（そのためにはこ
のくらいかかる、と
いうことを知らせて
いかないといいけ
ないのかもしれな
いが…）

情報づくりにお金
がかかるということ
の周知→対象は一
般市民、医療関係
者、行政に対して
個々へのアプロー
チ＋メディア等を利
用するのがよいか
も。　拠点HP、がん
対策情報センター
に人と予算をつけ
る。　臨床に関する
情報は”診療ガイド
ライン”の整備が不
可欠→学会がコン
スタントにできるだ
け労力をかけずに
作れる体制。 7

11にも関係する
が、そもそも日本
のがんの状況が分
からずにがん対策
をすることはできな
い

がん登録の法制
化、だめなら自治
体レベルでデータ
収集できるような
措置。 11

がん推進基本計画
に実施主体がない
→進捗しにくい状
況。　進捗管理で
きる指標がない。
方向としてはこう
なったらよい、はあ
るが明確なゴール
が示されていな
い。そのための具
体的な方法につい
て明記されていな
い、考えられてい
ない。　これらにつ
いて、まず具体的
なプランを様々な
ステークホルダー
とともに立てるべ
き。　進捗・評価の
ための指標づくり
が未整備。

たとえばがん対策
推進協議会の権
限、ここからアク
ションプランを明確
に出せるような体
制、予算措置。
Working group etc
の設置をスムーズ
に、計画的に。研
究課題にあげても
らう。　Back up体
制をつくる。

国ばかりに頼ら
ず、都道府県ばか
りに頼らない体制
づくり（お金のまわ
り方も含めて）を国
として推進してい
く。　もっと各個人
が当事者意識を持
つ、持てるような体
制（寄付しやすい、
サポートボランティ
アとして働きやす
い・・・etc）。

世論に働きかけ
る。　国以外で目に
見える形で頑張っ
ている団体（NGO、
NPO等）のアピー
ル、初期の財政支
援、運営サポート。

24 1 神奈川 4 1 4 6 8 8

たばこが人体に及
ぼす害が一般市民
に浸透していな
い。

たばことがんの関
係を正しく広報し
て、たばこを考える
ことが、がんを考え
るきっかけとしてほ
しい。　たばこ税の
収入と医療費のプ
ラスマイナスを各
都道府県が把握し
て、市民が理解で
きるための広報事
業費を増やす。 4

各地に専門医（正
しい知識を持って
いる医師）がいな
いため、中途半端
な治療をされてい
る患者がいる。

治療の仕方のわか
らない医師には、
指導ができる医師
との連携が取れる
ようにする。その連
絡手段や報酬など
の費用。 6

がん拠点病院には
相談窓口があると
されているが、扉
は閉ざされている
雰囲気があり、活
用されていない。

相談者の人数を増
やして、片手間に
やるのではなく、班
など作り拠点病
院、連携病院との
横のつながりを強
化する。

全体の意見とずれ
てしまうかもしれま
せんが・・・一般市
民ががんに対して
無関心であると共
に、会社という組織
も社員の健康とい
うことに無関心な
気がします。

がん検診、一般健
診など実施しない
企業に対して何ら
かの責任を設け
る。子育て支援の
ようにがん療養支
援の枠組みを設け
る。

25 17 3 3 1 2 9 2
ホスピスetc緩和ケ
ア施設の不足。

施設の増設とそこ
での医療従事者の
育成etc。 9

がん検診を受ける
施設不足、検診の
機会少。

年齢に関係なく安
い値段でがん検診
を受けられる機会
を増やしてほしい

地域によって研
修、施設の差があ
るように感じまし
た。患者の声が
思ったより政府へ
届いていない。

地域でのキャン
ペーン、患者の声
を反映できるような
機会を増やし、地
域間差をなくすよう
にするべき。

26 15 東京 4 3 1 8 9 1

抗がん剤、放射線
治療の専門医が少
ない

専門医制度の厳格
化、研修への支援 　

一般市民ががん対
策、がん検診に関
心が低い

夢のある施策立
案。施策案をカタロ
グ化して人気投票
させるとか。
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27 17 東京 3 3 1 6 9 1

初期診療の段階で
発見が遅れること
がある。　発見した
後の紹介先医療機
関について相談に
のってくれないケー
スがあると聞く。

早期発見を促すよ
うな仕組みづくり
（教育研修、診療
報酬）。　がん発見
後にしかるべき医
療機関を一緒にさ
がせるような自治
体のフォロー。 6

患者やその家族の
状況、心情に配慮
した治療計画を相
談できない。　自分
にとって最適な治
療医療機関の選択
が困難（情報不足
or過多）

相談窓口の設置。
医療機関、Dr.選択
の支援。 9 検診受診率が低い

自治体検診の充
実、PR強化。　企
業検診の義務付
け。

国民全体の議論で
なく、一部で決定し
ている印象。なぜ
「がん対策」なのか
をマスコミも巻き込
んで世論へ働きか
けをすることが必
要。 PR予算

28 1 神奈川 4 4 7 8 9 7

がん登録に至る道
筋が見えない。こ
の国でがん登録は
実現できるのか？

がん教育の推進
（小学校から始め
る）。　国民的なが
んという病気への
意識改革。　病院、
医師、地域・・・ベン
チマークがない。 8

がん予防の不徹
底。たばこの規制
が不足（やっと神
奈川県）

分煙ばかりでなく
安全禁煙に向けた
活動、施策の実
施。JTからたばこ
ビジネスをなくす。
日本発世界一の施
策の実現（予算の
裏付けで）。 9

がんの早期発見。
がんは怖くない！
ということを知らし
める。

費用負担　国？
都道府県？

USAと比較してが
ん予算が圧倒的に
少ない、300億円弱
対5000億円。　患
者の声の反映が少
ない。

日本の予算増額１
桁up。　初期の段
階から患者の声
を。

29 4 東京 2 3 2 4 5 4

拠点病院の指定が
進んでいるのは前
進だが、内容を患
者が満足するもの
にしていく努力がこ
れから重要。地域
での連携を作って
いくことも併せて最
重要課題と思う。
病院個々の経営と
いう面から一病院
で全部の治療法を
カバーする方向だ
が、得意分野を分
担するなど地域の
一般病院を含めて
資源を有効に機能
させるようネット
ワークづくりをして
いく観点が大切。
行政と医療と患者
の連携と協力です
すめてほしい。

上記の点で国とし
て推進していくため
の資金的措置、誘
導を行ってほしい。
個々の拠点病院支
援も必要だが、地
域全体の支援とい
う点を入れてほし
い（例えば拠点病
院の協議会などへ
の支援） 2

緩和ケアについて
は予算が増えてい
ない。５年で医師
（がん医療にかか
わる）10万人の緩
和ケアの基礎知識
の修得をするとい
う安倍総理の発言
を着実に進むよう
行ってほしい。その
ために県レベルの
予算だけでなく国と
しての責任で資金
をあててほしい。

緩和については緩
和ケア・ホスピスだ
けでなく特に在宅
における緩和ケア
が重要になる。介
護関係者の教育も
課題。在宅・緩和
ケアに対する予算
を増やしてほしい。 13

がん対策推進基本
計画の2つの目標
の1つである患者・
家族の生活の質の
向上については目
標値がかかげられ
ていない。具体的
にどういう施策を行
うか、現状（認識）
が示されないた
め、進んでいない。

対策として大規模
な患者・家族の生
活の質について実
態調査を行ってほ
しい。例えば２年毎
に行うなど継続し
ていけば、生活の
質の向上が評価で
き、施策に反映で
きる。そのための
予算をつけてほし
い。

患者（会）代表が政
策決定過程に参画
する、ということは
基本法でうたわ
れ、画期的なこと。
しかし協議会委員
として参加しても、
行政が準備した案
に対する意見を表
明できるのがせい
ぜいであろう。実質
的に政策に患者の
意見を反映させる
には、案づくり（例
えばワーキンググ
ループからも参加）
に参加して初めて
「反映」といえる。

①すべての都道府
県で患者・家族・遺
族の代表が協議会
委員に入るように
②直接声を聞くタ
ウンミーティングを
継続して行ってほ
しい
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30 2 東京 3 4 13 13

昨今、非正規社員
の雇用問題が取り
上げられています
が、がん罹患は患
者にとって職業の
継続に大きな影響
を与えています。
緩和ケアを受けた
くても、生活費とそ
の治療費に困窮
し、治療を受けるこ
とができない患者
が数多くいます。そ
して（生活費や治
療費をまかなうた
めに）加入済み生
命保険を失効・解
約するという事態
が数多く発生して
います。

欧米にはありながら
国内ではできないこと
になっている、いわゆ
る「生命保険買取」
は、がん患者に大きく
貢献できるものと確
信いたします。生命保
険業界と金融庁に対
してがん患者が買取
業者へ生命保険の権
利を譲渡できる環境
整備を強く求めます
（例：業界指導、規
制、立法化。議論）。
生命保険買取とは、
米国ではViatical
Settlementと呼ばれ、
American Cancer
Society （ACS）のWeb
サイトでも必要資金を
得るための有力な選
択肢として紹介されて
おり年間何万件もの
取引が行われていま
す（米国NAIC：保険
局長協会による
Viatical Model Act
1993年モデル法を策
定）。ぜひ議論を始め
て立法化を求めま
す。 　

31 4 2 3 6 7 9 6
がん患者サロンの
確立

拠点病院だけでな
く、2次医療圏に少
なくともひとつのが
ん患者サロンを設
置するための予算
措置 7

地域がん登録の充
実

各都道府県に中心
となる地域がん登
録施設が必要とさ
れる。スタッフ経費
を予算化してほし
い。 9 がん検診の充実

全国の市町村はが
ん検診対策に充分
な予算化が出来な
い状態にある（1/2
予算の弊害であろ
うか？）

我が国のがん対策
のための予算措置
のプロセスが不明
確であった。厚労
省の予算1/2で
は、残り50%を出せ
る自治体はないの
が現状。

がん対策推進協議
会の今後に期待し
ています（国と地方
との予算の行き帰
も明らかではあり
ませんので）

32 15 4 3 1 8 9 　

33 4 4 5 6 11 5

がん拠点病院でも
医師不足が問題と
なっている。医療
従事者の育成だけ
でなく、確保がすみ
やかに必要な課題
になっているので
はないか。連携体
制では術後の患者
の受け皿が問題に
なっている。在宅と
言っても簡単にい
かない。

がん拠点病院医師
確保の補助事業。
地域での連携病
院、診療所などで
の患者受け入れや
患者の在宅医療の
インセンティブを
もっと高める。診療
報酬以外にも1人
みることの手当て
があってもよい。 11

がん対策基本法が
できて、情報、相談
系は目に見えて変
わった部分がある
が、がん医療が変
わったという声が
明確でない。この2
年、1人の患者から
見て、変わったとい
う実感がもてるよう
になっていない。

標準治療がどこま
で実施されるように
なったのか、緩和
ケアがどこまでい
きわたっているの
か、病院毎の実績
値、評価尺度の導
入が必要。それを
患者サイドで利用
できるようにする。 6

患者を支える相談
体制が足りない。
患者が持っている
不安・迷いへの対
応は重要で日中時
間帯だけでは対応
しきれない。

24時間がん相談
コールセンター。
パンクしないように
手厚い体制、人を
配置。　面接相談
体制の充実も必
要。　この会で出て
いた機能分けは重
要。

一番は病院での専
門医の確保をはじ
めとした人材の確
保を急ぐこと。受け
たい治療がその地
域で支障なく受け
られること。

医師の医療スタッ
フの確保のための
予算を拠点病院に
積む。もちろん適
正な医療になって
いることも評価しな
がらである。
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34 5 3 3 2 3 9 　

予算がどのように
使われているのか
がよくわからない。
具体的に”みえる”
ように努力してほし
い。

医療費（入院、治
療、薬）の自己負
担をできるだけ少
なくしてほしい。が
んが発見されてか
ら死に至るまでま
わりに迷惑をかけ
ずに安心して最期
が迎えられるような
体制作りをお願い
したい。

35 4 4 4 6 8 8

がんが死亡率の上
位を占めている現
状からみて、がん
を発生させないと
いうことが何よりも
優先されるべきで
はないか。そのこと
が医療費の抑制に
もつながり、また、
がんで苦しむ患
者、家族を減らす
ことになり、全体の
向上になると思う。
ただし予防はたば
こ対策だけでなく、
食の安全、環境問
題など多岐にわた
りまた、成果が見
えにくいと思う。

教育（禁煙、食の
安全、環境等に関
する・・・健康教
育）。　小学生から
の保健指導。　分
煙、禁煙などの法
制化。 6

不幸にしてがんを
発症してしまった
場合、適切な医療
を受けられることが
望ましいことはいう
までもない。また、
がんは老人病（老
化現象に伴う）の
側面もあり、発症を
ゼロにすることは
不可能に近い。
従って、発症した
患者家族には適切
な医療を受けられ
る医療情報の提
供、相談機関が
あってほしい（現状
がどうなっているか
不勉強でよくわか
らない部分があり、
すみません）。

患者会等への公的
支援

36 15 愛媛 4 4 4 5 6 6

（6）だけではない
が、都道府県が知
恵もカネも出さない
ことが大問題。患
者のニーズはっ相
談・情報提供が行
き渡れば7割方解
決するはずだが、
現実には説明は
あっても理解なし。
もっとじっくり治療
する場を、初診時
から必ず設けなけ
れば納得のいくが
ん治療は受けられ
ない。そのために、
具体的な施策、県
の動向への国によ
る監視、医療者へ
の支援がほしい。

がん相談従事者へ
の人件費支給（最
低1人分）を各拠点
病院に国から直接
お願いしたい
（10/10で額は今の
1/2でもよい。県と
の1/2　1/2の分く
らいでももらえない
よりいい）。　相談
業務の点数化、何
らかのインセンティ
ブを（病院がもうか
るようにし、診療報
酬制度を改定する
etｃ）。　ぶ厚い冊
子は患者は読まな
い。初診時に必ず
渡す1枚のチラシ
（何でも相談してい
いこと。相談先の
TEL番号etcをわか
りやすく書いたも
の）を作ってほし
い。安くて即効性
があると思う。 5

がんも地域連携ク
リティカルパスが導
入されようとしてい
るが、今のままで
は患者の見捨てら
れた感は強まり、
がん難民が増える
ばかりだと思う。ほ
とんどの患者はパ
スの必要性、意味
を分かっていrない
のが現状。

地域医療連携の
キャンペーン（どう
して必要なのか、
イメージCMでも
打って浸透を。臍
帯血とか献血ぐら
いやらないと無理
だと思う）。国が広
報＆分かりやすい
冊子を作る費用を
各県の拠点病院に
（冊子はひな型は
国で作って、各県
のアレンジを入れ
るように）

作りっぱなしで評
価が弱い。絵にか
いた餅では意味が
ない。

補助金→交付金
に。補助するなら
10/10で。　相談、
緩和ケアetc、患者
の心を支える分野
の充実策。　研修
を受けた医学者、
受けさせた病院へ
の金銭的補償（イ
ンセンティブ）。　県
に対してはインセ
ンティブよりペナル
ティーを！！
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通し番号
所属番

号
所属そ
の他

都道府県
【Q1】

対策に
満足？

【Q2】
予算は
十分？

【Q3】
重要

テーマ
（番号）

同左 同左
Q3-12具体的

種類
Q3-13具体的

テーマ

【Q4】
●意見

１－
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問題点 要望／予算措置
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2－（番
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●意見
3－（番
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問題点 要望／予算措置

【Q5】全般－問題・課
題

要望／予算措置

37 1,4 東京 3 3 1 3 9 1

がん専門医、コメ
ディカルの充実が
なければ（2）（3）
（4）（5）の実現は望
めない

彼らの育成には少
なくとも10年を要す
る。文科省と明確
な合意の下、10年
間の計画（要員、
専門分野、予算）を
作ることが大前
提。同時に専門医
の偏在を解消する
ために、医師の自
由度制約の検討。 3

患者の希望、医療
費圧縮のためにも
（療養型大幅削減）
在宅医療充実は不
可欠。　在宅医療
充実は誰も異存は
ないが、如何に充
実するかの実行計
画が不明確。人、
又経済的な視点も
必要（在宅医療が
医療技術者の経済
的ニーズに合致す
ること）

計画が明確でない
ため、予算のイ
メージ湧かず。　独
居者や老齢二人住
まいでの在宅治療
は補助者なしには
不可能。地域ボラ
ンティア育成プログ
ラムへの助成。 9

先進国で最も低い
検診率。早期発
見、早期治療が全
て。

啓発活動、学校、
職場教育。　検診
のインセンティブ。

がん対策には明確
な目標と中長期的
実行計画を前提に
した予算が不可欠
にも拘わらず、単
年度予算。がん対
策は単年度予算で
はダメ

単年度予算をブ
レークスルー。財
務省を説得するた
めにも明確な目標
と実行計画作りは
不可欠。

38 18
国関
係者 東京 4 4 1 3 7 1

がん専門医が少な
い

国は、緩和ケアと
同様に、放射線治
療、科学療法の研
修指針をつくるべ
き 3

がん在宅専門医が
少ない

国は在宅専門医の
研修指針をつくる
べき 7

地域がん登録の精
度が低い

地域がん登録を推
進する補助金を創
設すべき

今回のようなタウン
ミーティングは全国
8ブロックで行うべ
き

39 17 東京 4 4 8 9 12 8

がんは、最早「亡く
なる病気」ではなく
「きちんとコント
ロールしてずっとう
まく付き合っていけ
る病気」さらには
「予防できる」病気
です。なってからの
施策ではなく、がん
にならないための
施策に力を入れ、
長期的視野に立ち
医療経済効果の観
点から予算を配分
すべきです。また、
がんの予防はたば
こだけではありま
せん。ウィルスの
防御をすることによ
り多くのがんを防ぐ
ことができます。

ヒト・パピローマ・
ウィルスをはじめ、
各種ウィルスや感
染が原因と立証で
きているがん（すべ
てのがんの2割が
ウィルスが原因と
いわれています）
については、ワク
チン接種を予算化
すべき。防げるも
のをなぜ防がない
のか。がんは手術
して「これで良し」と
いうものではない。
「がんにならない」
ことが最も重要と
考える。 8,9

日本の高等教育の
中に、がんの知識
を学ぶ機会が欠け
ている。検診受診
率の低さは、子供
のころからの社会
生活の中に日常化
していないためで
ある。

一口で「がん」と
言っても、その発
生原因も機序も異
なっている。それぞ
れのがんについて
きちんと理解し、リ
スクをコントロール
することによりがん
そのものの予防、
または重症化を防
ぐことが出来るとい
うことを理解する必
要がある。ただや
みくもに「検診に行
こう」と言っても、そ
の意義が浸透しな
ければ長続きしな
い。具体的には中
学・高校の授業で
必須化すべきと考
える。予算は文科
省？施策立案は厚
労省？ 12

がんは「年寄りの
病気」という一般の
思い込みがある。
また、現在の対策
はがん種による
ニーズに応えられ
ていないと感じる。

意見2に書いたとお
り、がんは種類に
より全く異なる疾患
である。必要な施
策もターゲットも異
なるわけであり、予
算もがん種毎に細
分化すべき。各が
ん種は関連する学
会との連携も必
要。

埴岡さんが発表さ
れた問題点にとて
も同感です。特に
「六位一体」は絶対
に必要と思いま
す。

地方自治体、患
者、市民、民間・・・
すべてのステーク
ホルダーの声を聞
き、より良い施策を
常に検討すべき。
そのプロセスを恒
常化する。「当たり
前」のレベルになる
ように。その過程を
保証する予算も充
てる。

40 17 新潟 3 4 1 4 9 1

医師の絶対数の増
加と、コメディカル
（多岐にわたる）の
早急な育成 4

診療報酬を（例え
ばDPCの標準治療
の分岐の設定をさ
らに進めて）経済
的に誘導する。が
ん領域への診療報
酬の傾科配分。 9

二次予防の予算が
少なすぎる（地方
交付税での一割配
分が大問題）

検診率を本気で
50%以上に上げる
ならば3000憶以上
といわれる予算を
確保したうえで市
町村へひも付き予
算として配布する。

がん対策推進基本
計画に沿った予算
の設定をすべき。
一部の重粒子線治
療を優先するなど
優先順位への疑問
を感じる。

そもそもメタボ検診
が新規予算で600
億円設定されてい
るのに、がん関連
は200憶円台（厚労
省分のみ）に増え
たから評価してくれ
というのは現実的
ではない。

41 17 東京 2 3 8 12 8

がん医療と比較し
て、予防に関する
対策・予算措置が
不足している。次
世代のための対策
を強化すべきと考
える。

学校教育における
「がん教育」の充
実。がんの疫学の
危険因子等に関す
る基本的知識を中
学生、高校生対象
に普及を図る。 12

がん種類別の対策
が弱いと感じる。若
年者向けと高齢者
向けで必要なアプ
ローチ、対策は異
なるのではない
か。

がん対策推進計画
において、がん種
別の対策を立案す
る枠組の確立（種
別ワーキンググ
ループ等）

国、都道府県、市
町村の役割の明確
化と見直し。

市町村が実施主体
となる予防、早期
発見関連事業の支
援（短期的対策）。
予防、早期発見事
業の財源の在り方
に関する検討の開
始（長期的対策）。
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通し番号
所属番

号
所属そ
の他

都道府県
【Q1】

対策に
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【Q2】
予算は
十分？

【Q3】
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テーマ
（番号）

同左 同左
Q3-12具体的

種類
Q3-13具体的

テーマ
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●意見

１－
（番号）

問題点 要望／予算措置
●意見
2－（番
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●意見
3－（番

号）
問題点 要望／予算措置

【Q5】全般－問題・課
題

要望／予算措置

42 16
英国（ロン
ドン） 3 5 7 8

がん対策の
demand（needs）の
検討が充分になさ
れているかどうか。
Demandに対応した
適切なresource
allocationが
scientificに
（evidence-basedで
の）なされている
か？　医療費とが
ん関連予算を合算
した「がん医療費」
の推計がなされて
いるか

がん関連データ
ベースの整備とが
ん医療費推計研究
の推進 　

地方自治体間にお
けるがん対策への
取り組みの格差。
Priority settingが
充分に議論されて
いない。　Health
promotionの予算
確保と提供体制が
確立されていない
（と思われる）

地方自治体におけ
る政策立案能力の
向上。　地域（複数
の地方自治体の集
合体）によるがん
ネットワークの形成
と政策立案への
health promotionの
予算と実施を国で
確保する。　医療シ
ステム全体の視点
からみたがん対策
の検討。

43 4 東京 3 3 2 6 9 6

がん患者の全てが
拠点病院にかかる
わけではない。特
に大都市ではその
割合が高い。一般
市民の関心の低さ
もあると思うが、ど
この病院にかかっ
ても情報や支援が
得られるような整
備が必要であると
思う。がん情報支
援センターはPRが
不足している。高
齢者や情報弱者へ
の支援体制はとて
も低いと思う。独居
老人などでは情報
にアクセスするサ
ポートも得難い。
・患者数の少ない
がんへの情報がな
い。何らかの支援
体制がほしい。

がんと診断された
時点で全ての患者
と家族に同じ情報
が手渡される体制
作り。使える人に
はネットを通じてで
もよいが、アクセス
できない人への対
応を忘れてほしくな
い。　全国共通の
ものと地方での情
報に分けて作成す
る必要あり。　・国
立がんセンターで
の情報支援に組み
込んでほしい。・
コールセンターを
作るならフリーダイ
ヤルで！ 9

患者団体でマンモ
グラフィ車を都から
借りて実施しようと
したら「ふさがって
いる」と、とりつくし
まもなかった。そし
て「1台50万円」と
いわれた。民間と
同じ値段で助成金
をもらえないと実施
できない。

患者団体で実施す
る場合の割引（大
阪では以前5万円
でかりられた） 2

高齢化に伴ってが
ん死亡者は増加す
る。少子化進むと
在宅での療養、看
取りは望めない。
安心して亡くなるま
で生活できる場、
ホスピス的なグ
ループホーム等が
もっと必要になって
くる。病院からは3
か月経つと出され
る。老健でもいられ
ない。

民間（NPO法人等）
が作る在宅ケアを
受けられるグルー
プホーム（のような
施設）への助成、
補助。

国は地方の意見を
聞いていないよう
だが、地方も患者
たちのニーズを聞
いているのか？
患者たちはどこへ
言うのが効果的な
のかわからない。
一部の議員は超党
派でというと聞く耳
を持たない。

都道府県レベル、
市町村レベルでの
タウンミーティング
の頻回の開催。

44 4 3 5 13

ニーズベー
スのロード
マップ策定 13

どの地域でどの様
ながん医療が必要
なのかを把握し、
データに基づいて
医療サービス計画
を策定すべき。が
ん対策基本法やい
ろいろ行われてい
る議論の方向性は
正しいと思うが、そ
もそも何が必要な
のか具体的に議論
して「あるべき姿」
を定量的に定義す
べきではないか。
「あるべき姿」を具
体的に把握しない
と「ギャップ」がどこ
にあるのか見えな
いと思う。

「地域ニーズを調
査し「あるべき姿」
を具体的に描き出
す」プロジェクト。予
算：民間の医療の
基礎知識のあるコ
ンサルティング会
社を起用する→2
億円程度か？（海
外の医療サービス
の実態との比較を
含むべき） 5

約380というがん拠
点病院の数は妥当
だと思うが、具体的
な施設名を見ると
正しい施設が選ば
れているのか疑
問。かなり多くの割
合で国公立病院が
選ばれているよう
だが赤字経営で適
切な設備投資や人
員配置（リクルー
ト）が困難な病院も
含まれているので
はないか？

がん拠点病院の基
準を設け点数化す
る。高得点のところ
を優先してがん拠
点病院とする。情
報を県民に公開
し、コンセンサスを
作る。予算：コミュ
ニケーション費用
（数億円程度か？）
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分？

【Q3】
重要

テーマ
（番
号）

同左 同左
Q3-12具体
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【Q5】全般－問題・課
題

要望／予算措置

1 3 北海道 3 4 2 5 6 2

がんの問題は医療
だけでなく社会全
体の問題である
（緩和医療も同
様）。国をはじめと
するグランドデザイ
ンの方針、計画が
あるべき。社会基
盤の再整備の上に
医療の問題を考え
る必要がある。緩
和医療はすべての
医療機関で行われ
る体制が必要。

全医療機関に緩和
ケアチームあるい
は緩和ケアベッドを
整備するための予
算（設置基準の緩
和も必要） 5

すでに難民化して
いる患者・家族が
おり、特に在宅移
行の仕組みや医療
機関の意識不足が
ネックとなってい
る。

地域連携室等を充
実させ、移行がス
ムーズにできるよう
相談支援と情報提
供の機能を確保す
るための予算 6

緩和医療、在宅ケ
アを含め、患者・家
族への情報提供を
はじめとする支援
の仕組みがない

患者団体、関連
NPOの活動支援予
算。特に常勤スタッ
フ給与を支援する
予算。

日本にはインフラ
がないわけではな
く、有効化するため
の仕組みが不足。
連携の仕組みがで
きれば相当改善す
る。特に当事者団
体は色々な意味で
セーフティネットの
重要な機能である
のに育つ環境が不
足している。

医療連携と当事者
団体支援予算がポ
イントだと考える

2 12 3 3 3 9 11 3

在宅医療を希望し
ない理由として地
方では経済的な問
題と一般市民の看
取り経験の不足が
考えられる。患者
を在宅介護するに
は家人が在宅する
か介護人を頼む必
要があり家計のた
め共働きの世帯の
多い地方では家人
が在宅するというこ
とは収入減を意味
する。介護人を頼
んでも同様。この
負担をなくすため
予算が必要。

在宅医療に際して
病院滞在以上の余
分な出費がかから
ない対策を施した
上で一般的な収入
の家庭におけるが
ん患者在宅医療の
モデルケースの成
功体験の流布。 9

がん検診の補助は
地方自治体の地方
交付税から支出さ
れるがこの予算の
範囲で受け入れら
れる受診者を予定
する自治体があり
受診者の抑制につ
ながっている。この
ような中で県の計
画で50%（肺がん、
子宮がん）、60%
（乳がん、大腸が
ん、胃がん）の達
成があやぶまれる

特定健診と同様に
医療保険者にがん
検診の実施義務を
持たせ国が統括す
るシステムにする

地方自治体の財政
事情は非常に厳し
いものがある。国
庫補助1/2補助事
業でも予算化する
ことができない

3 1 宮城 4 2 6 10 6

進行がん患者の医
療に関する相談所
を希望する。例え
ば抗がん剤、放射
線治療以外の医療
はどうしてすすめ
ないのか（免疫療
法なども選択に入
れるなど）

すでにアメリカ等で
認可されている薬
など、もっと日本で
もとり入れ認可して
ほしい 10

日本で認可されて
いない薬、その他
食事療法等、実践
して効果を得てい
るのに厚生省は
もっとこれらのこと
にも真剣に考え、
積極的に取り組ん
でほしい

がん予防、早期発
見、ホスピスの事
はいろいろな場で
の講演をきくが進
行がんの再発、転
移等の医療、治療
についての対策の
講演も予算の中に
とり入れてほしい。
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4 8 宮城 4 4 1 2 9 1

患者ががんによる
痛みがあるにもか
かわらず、その痛
みに対して何もし
ない。抗がん剤治
療は積極的に行う
が、症状コントロー
ルについては全く
行わないか、麻薬
の処方もいい加減
である。緩和ケア
チームや疼痛軽減
を行う手段を知っ
ている人はいるも
のの、「まだターミ
ナルではない」など
と言って苦痛をとる
ことはしない。医師
として倫理的に疑
う。患者・家族・医
療者は医師の指示
に従うしかない現
状がある。医師に
緩和医療をもっと
理解させるべき
だ。

地方、宮城県でも
北の方などは緩和
医療についてまだ
まだ未発展。医師
会、県主催でももっ
と積極的に研修
会、シンポジウム
など地域の人や医
師、医療者に対し
て理解を深めるよ
うな機会を多く持っ
てほしい。まだまだ
地域差は大きく、
均てん化なんてま
だまだ遠い。均て
ん化なんてあり得
ないと今思ってい
ます。 2

専従の精神科医や
緩和医がいないた
め緩和ケアチーム
の加算がとれな
い。もっと加算がと
れるよう専従では
なく兼任などでも可
能なようにしてほし
い。加算がとれると
なれば病院でも緩
和ケアチーム、ホ
スピスの重要性な
ど考慮してくれるは
ず

緩和ケアチームの
加算がとれるのは
専従でなくしてほし
い。また、精神科
医は確保するのに
難しいためはずし
てほしい 9

乳がん、婦人科が
んは若い年代の発
症が増えてきてい
る。しかし検診を受
ける人は少ないた
め、これでは減ら
せること、早期発
見につながらな
い。

若年者がもっと気
軽に受診できるよ
うに検診の金額低
下、義務化して検
診をうけるようもっ
と対策を考えてほ
しい。

「治療の初期段階
からの緩和ケアの
実施」なんて全くさ
れていないのが現
状。最後まで苦し
んでいる患者・家
族は数多くいる。実
際に進行がんに
なってもどこへ行っ
たらいいのか分ら
ないという言葉は
きかれる。在宅医
療についてもまだ
まだ地域差はある

医師の教育と育
成。コメディカル教
育・育成

5 7

岩手（岩
手医科大
学） 2 3 1 5 9 1

放射線治療医、が
ん関連認定看護師
の絶対的な不足。
「がんプロ」との連
携、キャリアパス。
がんプロで放射線
治療医の育成を
図っているが非常
に難しい。まず学
生に魅力的なビ
ジョンを提示できな
い。がんプロで専
門医を育成しても
チームの担い手、
とくに認定看護師
がいなければ実効
的な医療は成り立
たない。

放射線治療医のメ
リット、医学生のモ
チベーションを上げ
るようなビジョンを
挙げてほしい。岩
手県では「がんプ
ロ」予算のなかで
「がん医療コンソー
シアム」を立ち上げ
地域の中核病院の
医院長にもがんプ
ロの育成の意見を
きいているが、一
番望まれているの
が地元でがん関連
認定看護師の育成
を実現することで
ある。過疎地での
がん医療の中心的
存在は認定看護師
である。育成機関
の整備をのぞむ。 5

がん診療連携協議
会はがん拠点病院
のあつまりであり、
広く地域の実務者
レベルの連携が必
要である。とくに岩
手のような過疎地
では医療スタッフ
の連携が不可欠。
そこで「がん医療コ
ンソーシアム」を立
ち上げている。そこ
で各問題にＷＧを
作って対応してい
る。

このような地域の
医療連携にかかる
費用の予算措置を
のぞむ。現在は
「がんプロ」の予算
を使っているが、3
年後の経費がな
い。また、このよう
な連携により「再発
進行がん」患者な
どのがん難民を救
うことができるよう
に思われる。 9

がんは早期発見に
より治癒できるが
その治療法、たと
えば低侵襲医療の
推進にさらに力を
注ぐべき。治療の
恐れをとりのぞくこ
とができると思わ
れる

外科医育成は必要
である

地域とくに過疎地
でがん医療の「均
てん化」をめざすの
であれば東北地区
のニーズを聞いて
ほしい

地域の中核病院に
つとめる看護師が
安心して、認定看
護師、専門看護師
を目指せるような
対策を考えてほし
い

6 3 岩手 4 4 1 6 10 10

欧米ではがん患者
が減少している。な
ぜ日本だけが増加
するのか。がんに
対する調査研究が
不足していると思
う。がんにならない
良生活等国民に広
く知らしめるべき
だ。化学調味料は
発がん物質として
欧米では禁止して
いる。日本では規
制がゆるいのでは
ないか。

日本に多いがんの
メカニズムを解明し
国民に情報開示
を。治療方法の研
究に合わせ、メカニ
ズムの研究をもっ
と。その為の予算
は4桁の億位（，
000億円）必要では
ないか。 6

高度な治療や外国
で有効な抗がん剤
が使用できないな
ど、患者や家族の
負担が厳しい。

医療費負担軽減、
早期の治療薬の認
定、保険の適用拡
大なども行ってほ
しい

がん保険に東洋医
学が入っていない
（3大療法でなく4大
療法へ）。保険の
適用もない。　食養
治療がない。

東洋医療によるが
ん治療も受けられ
る様に（4大療法
へ）。　食養内科の
新設。2 / 19 ページ 宮城
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7 5 宮城 3 3 9 13
国家予算
の増額 9

検診率向上のため
の啓蒙活動を活発
にしてほしいが予
算が少なくて済む
よう、既存の民間
団体の協力を得る
ようにすればよい。

それには、ヒト、モ
ノ、カネを要するの
であろうが、例えば
既存のボランティ
ア団体（例・仙台
ターミナル・ケアを
考える会 代表者
は元東北大学付属
病院長、元東北労
災病院長　吉永馨
氏、提唱者は、疼
痛医（ペーンクリ
ニック）山室誠氏）
を活用すれば、20
年の伝統と実績の
有力な指導者陣、
300名を超える会
員群の利用によ
り、少ない費用で
大きな効果が得ら
れるに違いないと
確信する。

8 17 3 2 6 9 6

患者さんが医療関
係者に相談しにく
い事。また、どこに
相談していいのか
わからないなど多く
の問題があるかと
思います。情報を
どこから入手する
のか、またネットな
どには本当に正し
い情報だけでなく、
ゴミ情報も記載さ
れています。その
判断ができるシス
テム作りをお願い
します。

医療機関などが患
者の相談を紹介で
きるシステムの構
築。医療費など患
者さんには大きな
問題となります。理
解できる事により、
高額のため、独自
に薬剤を止める事
などがなくなるシス
テムは大事だと感
じています。高額
医療なども有効に
活用できていると
は思えないのが現
状です。 9

マンモグラフィーな
ど多くの検診など
が理解されていま
す。その予算が有
効に活用できてい
ないのは理解しに
くい。

検診をすすめる宣
伝、情報など、ま
た、コストのサポー
トなど実施が可能
ではないでしょうか

今まで検証されて
いないのが不思議
です。島根県の取
り組みなど公表す
べきでは？

予算格差、対策、
施策など正式に公
表し（ＨＰで公表す
る内容でしたね、
すみません）本当
にみんなで考える
予算作りを行いま
しょう。これからど
のように取り組む
のか？それでよい
のではないでしょう
か？

9 16 宮城 4 4 7 8 9 7

がん対策の立案及
び評価にがん登録
は必要不可欠なも
のであるが、特に
地域がん登録につ
いては国の十分な
支援が得られてい
ない。

地域がん登録の法
制化。地域がん登
録に携わる人員を
増加させるための
予算の支援。 8

がん予防対策にお
いて重視されるべ
きたばこ対策への
取り組みが十分で
はない。

たばこに対する税
の引き上げ。禁煙
者等に対する支援
の強化 9

受診率が低いこと
とともに市町村に
よって検診の精度
に違いがあること
が示唆される。制
度管理に問題があ
ることが考えられ
る。

個人に対する受診
の働きかけの強
化。地域がん登録
を活用した精度管
理評価。

10 4 宮城 3 3 6 8 3

患者や家族が在宅
でこれまでと変わ
らない日常を送り
たいと望んだ時に
それを支えるスタッ
フの質・量が不足
しているように思
う。

閉じこもりにならな
いよう、気軽に立ち
寄って病気のこと
だけではなく世間
話などもできるよう
な場の設定とそれ
を運営していく行政
からの資金面での
支援。 6

病院に支援相談室
はあるが、ＭＳＷな
ど相談者の数が足
りないところがある
と思う。 資金的援助 8

検診を受ける人は
多いと思うが、予
防の考えを生活の
中に取り入れるの
がまだ足りないと
思う。

がん予防に関する
啓蒙活動の拡大。
町内会単位での講
演会の数を増や
す。
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11 17 宮城 4 4 4 8 9

・全体的なストレス
の解消（生活習慣
上）　・三大療法だ
けに頼らない治療
法の推進（温熱療
法とか免疫療法）

自宅で簡単に（低
負担に）できる治
療法。患者に対す
る金銭的なバック
アップ

・緩和ケアの充実
（患者と医師の心
のケア） ・在宅医療の強化

各地にがん治療の
専門病院を設置し
てほしい

12 9 宮城 2 2 1 5 9 5

がん患者、治療後
の療養先のない症
例が多い（身より
がない、家族が面
倒みないなど）相
談支援センターな
どでも限界あり。医
療者だけの対応は
困難。

治療後のがん患者
受け入れ病院への
補助。療養型病院
への援助など。 8 たばこ税の増税

値上げし社会福祉
費へ還元すること 9

個人の希望による
ところが多く、検診
率は向上せず

ある程度義務化が
必要？　検診によ
る発見→治療には
医療費にメリットを
与えるべき

がんの良質な医師
が不足しているよう
に見える

研修等への予算措
置。不在時の人材
の補充など。

13 10 宮城 3 3 3 4 9 3

在宅医療の現場に
いる。告知を受け
て外来通院治療中
の段階で紹介され
病院主治医と同じ
方向を目指して患
者・家族の日常生
活をサポートできる
よう推し進めてい
る。治療について
の副症状、化学療
法中の患者さんの
生活上の注意（排
泄物による被バク
等）説明されない
事例もある。生活
の場では介護ス
タッフなども対応し
ており、治療と共に
その内容に関する
教育やプロパガン
ダが必要だと思う。

上記事項への対応
策、パンフレット（Ｈ
Ｐ紹介）の配布など 4

治療中の患者さん
への説明は十分行
われているのだろ
うが、結果がうまく
いかないときの憤
りは在宅チームに
向けられることが
ある。納得できる
説明・了承の手法
が治療者側で十分
教育されているの
でしょうか。化学療
法の標準治療＝最
適治療を医師がき
ちんと理解されて
いるか、疑問を抱く
ことがある。

患者の状態に合わ
せたオーダーメー
ドの治療を行える
専門医の育成 9

がん治療について
早期発見の意義を
示すためにも、診
療費、治療費のモ
デルを例えば　手
術＋化学療法　の
場合　○円、早期
のがん内視鏡手術
＋定期健診のみで
は○円。金額だけ
でなく療養に必要
な時間等も示すと
有効では？

上述のような啓発
パンフはつくれな
いでしょうか？　医
師は診療をしても
金額をはじめから
提示するのが下手
くそです。興味のあ
る方へわかり易い
説明をするツール
を低コストで作成で
きないでしょうか。

2人に1人が罹患す
る「病い」という追
いたてられている
事実を背を向けず
に受け止めたいと
思います。自分だ
けは大丈夫と数年
前まで思っていた
ことを恥じていま
す。

14 2 宮城 3 3 2 6 10 6

現在ガンの治療中
ですが、今後がん
が進行した場合
「当院で出来ること
はここまで」として
万一放り出されな
いが心配です。

上記の場合どこに
相談したらよいか、
がん難民といわれ
る人々の受け皿や
情報提供の整備を
お願いしたい。 10

がんの新薬はいろ
いろ開発されてい
るようですが決定
的なものはなかな
かないように思わ
れます。

国の予算を充実
し、製薬会社まか
せでなく国として
もっと強力ながん
治療の研究を推進
してほしい

4 / 19 ページ 宮城
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15 4 2 3 4 9 11 13
拠点病院やがん対
策の県民への周知

がん計画の冊子や
ＨＰでは見れます
が、現在の段階で
は進捗状況が不明
です。他県のＨＰの
中にはきちんと数
値化して公表して
いるところもあり、
格差を感じます。
拠点病院について
どのような役割が
あるのか、どこの
病院なのか県民の
何割が答えられる
でしょうか。　広報
にはそんなに予算
が要るでしょうか。
行政の熱意あるの
み！！ 4

拠点病院でありな
がら、医療設備の
不足・不備があり
ます。放射線設備
などは特に予算化
が急務でないで
しょう（重粒子施設
が東北、北海道に
ないことなど） 6

がん相談支援セン
ターの周知。相談
員として働いてい
ますがまだまだ広く
県民に知れ渡って
おりません。「聞い
て貰って気持ちが
楽になった」とたい
ていの患者・家族
が云われます。ひ
とりでも多くの方達
を支援出来たらと
思います。

各拠点病院に任せ
るのではなく、都道
府県で広報できる
範囲と思います。

医師の患者に対す
る対応の問題。協
議会議事録の公表
が遅い（11月の議
事録が未だＨＰ公
表になっていませ
ん）

相談の内容の中に
は担当医に対する
遠慮（忙しそうで質
問できない）、言動
からの不信感、不
満がありすぎま
す。医学教育にお
願いしたい。

16 2 宮城 4 4 1 3 6

・在宅で患者の希
望および治療が家
族を含め快適に進
められる地域医療
を強く求める。　・
患者の支援はもち
ろんのこと、家族の
心身のケア、看護・
介護の肩代りが安
心してできる。情報
等々。　・医療従事
者の不足を伝え聞
く現在、外国人看
護師に頼ることなく
当事国で間に合
い、十分に安心し
て従事できるように
特に予算・教育に
力を入れてほし
い。 2

特に望むところで
すが、例えばホス
ピス等あまりにも
高額で希望しても
入れない人もある
のではないか！
また、三か月で病
院を転院しなけれ
ばならないような体
制は改めるべき。
どうしてもであれば
次の転院先を当病
院で探し、スムー
ズに転院できるよ
うに計らってほし
い！ 4

専門用語等患者に
とって理解不可能
なことが多いし、納
得の治療といって
もよく分らないこと
が多いように思う。
治療中や退院後の
分かりやすい説明
と治療が望ましい。
抗がん剤、またそ
の他の費用の軽減
を望む！

17 1

宮城（仙
台オープ
ン病院） 3 4 2 3 10 2、3

10年前からみると
「がん」の告知は当
たり前になったと思
うが、ケアの面で
はまだまだと思う。

在宅医療と緩和ケ
アを合わせた医療
方法が確立できな
いものか

患者は頭が真っ白
に家族は絶望に沈
み、今後どうやった
らよいのか分らな
い状態になるのが
普通と思うが、これ
に対応できる支援
者・ボランティア・カ
ウンセラーの育成
などできないもの
か

それらを病院に配
置、または公報で
知らせることにより
患者・家族を救う方
策を望む。

私自身は定額給付
金はガン研に寄付
したいと思っていま
すが、各県のガン
研の場所、寄付の
仕方、確定申告書
で控除があること
など知らせることは
いかがですか
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18 8 宮城 3 3 6 7 8 6

患者の経済的負担
（治療費）が大きす
ぎます。年々新薬
が誕生し、治療成
績の向上に寄与し
ていることは喜ばし
いこととは思いま
すが、一方これに
伴い患者の負担が
大きくなりしばしば
「患者を治そうとし
て患者の家庭を破
壊しているので
は？」という思いに
かられます。

患者の経済的負担
の軽減措置（ある
条件下で自己負担
率の軽減、高額療
養費制度の見直
し） 7

そもそも国家的レ
ベルでの正確なが
ん登録制度が整備
されていないもとで
は、何か新しい施
策を打ち出しても
その正当な評価が
なされる訳がない
と思います。

国家レベルでのが
ん登録制度の早急
的な確立。 8

職務上、がん検診
受診を地域住民に
呼び掛けています
が、つきつめれば
一次予防の方がよ
り重要と考えます。
「たばこ対策」の手
ぬるさをみると国
（厚労省）は本当に
（真剣に）がん対策
を考えているとは
思えません。

徹底した一次予防
（特にたばこ対策）

19 17 千葉 3 3 5 6 7 5

がん患者が退院を
せまられ、その後
行き場をなくしてい
るケースが多いと
聞く。一方、病院側
でも治療が終わっ
た人も含めて、患
者さんがあふれ、
オーバーフローと
なり、本来標準治
療を受けるべき患
者を治療できない
と聞く。病院や診療
所が各々の果たす
べき機能と役割を
全うできる仕組み
が必要。

がん医療の地域連
携がより進むよう
に、診療報酬制度
とも連携して受け
手の病院や診療所
にもっと経済的な
インセンティブが働
くようにしてほし
い。また、末期患
者にとっては在宅
で安息にすごせる
環境がもっとも望
ましい。それには
急性期－緩和ケア
病院－在宅－緩和
病棟といったネット
ワーク作りがとりわ
け重要。保険薬局
も含めそこにもっと
インセンティブが働
く仕掛けを考える
べきです。 7

日本は欧米と較べ
てあまりにもデータ
ベースが少ないと
聞く。信頼できる
データベースを急
ぎ構築しなければ
がん対策の具体的
なプロトコールとエ
ンドポイントを設定
できないのでは。
レセ電、電子カル
テ、ＤＰＣ、あるい
は薬の安全性など
様々のデータベー
スがある。もし、こ
れらが縦割り行政
のために連動でき
ないのであれば問
題なのではない
か。

・少なくとも都道府
県および地域のが
ん診療連携拠点病
院全てが専門の登
録士を雇えるだけ
の予算の確保が必
要なのではないか
（院内）。　地域が
ん登録の協力な財
政支援。　・目的の
異なる既存のデー
タベースをうまくリ
ンクできるような可
能性の検討さらに
は行政組織横断的
なプロジェクトとい
うのはできない
か？ 6

患者に対する情報
の整備は相当に進
んだが、一方医療
者と患者のコミュニ
ケーションがどこま
で進んだかはやや
疑問。コミュニケー
ションの中で最近
かなり力を発揮し
ているのはソー
シャルワーカーだ
が、現状はほぼボ
ランティアワークに
近い（地域連携、
がん患者への説得
（転院）でも重要）。

患者支援、就中医
療者とのコミュニ
ケーションの核とな
るソーシャルワー
カーの立場、役割
をもっと明確に、経
済的インセンティブ
をもっと上げてほし
い。

厚労省にはさまざ
まな情報がある
が、とてもみにく
い。予算に関する
情報、さまざまな統
計情報など国民に
分かりやすく見え
るようにしてほしい
（ＨＰなど）。　外来
での高額療養制度
を入院並みの扱い
に！

チーム医療を促進
するうえで薬剤師
の責任、役割を
もっと広げる（支持
療法等に対する一
部処方権を与える
など）。またその裏
付け。　がん及び
難治性疾患の公費
負担を他の軽度疾
病より重くしてほし
い。

20 2、16 1 2 2 6 10

21

8（歯
科医
師） 宮城 4 4 1 8 9 8

がん検診のうち、
女性で5種、男性で
3種の検診が実施
されているが、例え
ば検診では1種の
癌に絞ったものが
ほとんどである。ア
ルコール、たばこ
による発癌との関
係はすでに報告さ
れているが、同時
に多発癌（特に消
化器がん）との関
係も以前より報告
されている。

アルコール、タバコ
摂取量に応じ、1検
診で他臓器がんに
ついても検診を行
う。例えば胃がん
検診者がheavy
smokerあるいは大
酒家の場合、舌癌
を含む口腔癌～
咽・喉頭～食道～
胃まで検診を行う
ようにする。特に口
腔癌は視診、触診
により簡単に発見
できる領域である
にも拘わらず舌癌
をはじめ年々増加
傾向にある。 9

上記でも記載した
が、舌癌をはじめと
する口腔癌発症は
全悪性腫瘍の1%程
度であるが、初回
発見時のステージ
は進行癌が多く、
年々増加傾向にあ
る。会話、摂食等
日常生活にダイレ
クトにかかわる器
官があるだけでは
なく見た目にも患
者の肉体的、精神
的負担ははかりし
れないものである。

・口腔癌検診は一
般の口腔ケアにお
ける視診、触診の
範囲内で十分対応
できるものである、
特殊機器、労力、
時間はそれほど必
要ない。　・日常的
に診療している一
般歯科医の窓口を
積極的に利用す
る。すなわち口腔
癌検診を取り入れ
る。　・費用負担は
他癌の検診に比べ
て低いと思われる
が、費用配分は必
要であるので予算
への組み込みはお
願いしたい。 1

検診に加えて、一
般開業医での検診
を積極的に活用で
きていないと思う。
検診を行うドクター
の研修、定期講習
会は必要。

検診率20%を50%以
上にもっていくには
かかりつけ医での
検診を定期的に行
うようにしてはどう
か。　「がんプロ
フェッショナル」に
よる育成の拡大。

一歯科医として、
舌癌をはじめとす
る口腔癌に絞って
意見を述べてきま
した。繰り返します
が、①見える部分
であるにも関わら
ず、口内炎、歯周
炎と間違われるこ
とがほとんどであ
る。②おかしいと
思って受診した時
には転移をすでに
伴っていたり進行
がんであることが
多いこと。　口腔癌
の発見は他のがん
の発見にもつなが
る重要項目でもあ
ると考えます。

上記問題点を解決
するために我々歯
科医師の活用をお
願いしたいし、口腔
癌検診も組み入れ
る必要がある。そこ
への予算配分は他
検診に比べて決し
て負担とはならな
いと思われる。
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22 18

がん
対策
に興
味の
ある
主婦
（前医
療従
事者） 宮城 4 4 5 6 8 6

身近の患者や家族
ががんケアに対し
て悩んでいる。誰
に相談してよいか
分らない（医療機
関にかかっていて
も）。相談員や相談
先をきめ細かに知
らせる必要あり。特
に高齢家族や独居
老人。

医療機関特に看護
師に余裕がなく、
患者は相談しにく
いし多忙なので遠
慮がある。地域の
生活相談員と医療
機関の連携が必
要。

一般人が政策（対
策）を知らないし、
高齢者はITに弱い
ので情報の周知を
図ってほしい。メ
ディアに頼りすぎ。
きめ細かな対応が
ほしい。 5

集検の空き（待ち）
時間にしかるべき
機関でがんに対す
る啓蒙教育をして
は。

一般人のがんに対
する意識が低いの
では

・一般人からモニ
ターを求め対策に
反映する。　・医療
者、行政一体と
なって各自治体の
きめ細かなシンポ
ジウム等の開催し
て周知徹底させ
て、がんに罹患し
てもあまり困らない
社会であってほし
い。　【意見】本日
の会や結果を是非
シートで見られるよ
うにお願いします。
例；新聞紙上（この
会を朝日新聞で知
りました）。　パソコ
ンでは得ることは
できない。　・久し
振りに現場の声が
聞けて参考になっ
た。質の高い話が
きけてありがとうご
ざいます。

23 1

宮城（県
立がんセ
ンター） 3 3 1 6 10 6

患者支援と相談。
各拠点病院等にお
いては、相談支援
センター等の設置
がされてあるが細
かい相談まではな
かなかしにくい状
況にあるのではな
いかと思われる

患者同士で家族会
などを作ってはあ
るが、なかなか金
銭的な問題も多
い。ボランティアが
いる病院等ではそ
れらの人達にも予
算をつけ、さらに動
きをスムーズにし、
患者の支援にも力
を入れてもらいた
い。

1つの専門医療と、
患者が闘病する上
で係るものに対し
て、総合的にそれ
らを診察（相談）で
きるような形が望
ましいと思う。ま
た、医療従事者を
育成するための予
算も必要。例えば
資格を得るために
補助をする等。

資格取得に際し
て、地域での取得
が可能になるよう
にしてほしい。一般
の人でも知識を得
て精神的な面での
力となることが可
能な形もあるので
はないだろうか？

24 12 3 3 4 6 8 4

どこに住んでいて
も質の高い治療と
ケアが受けられる
体制は不十分で
す。

医師数を増やし研
究（研修）できるよ
うな環境が必要。
治療機器の導入。 6 4と同じ内容

相談の質の向上の
ための研修。　情
報提供のための予
算。　交流の場の
確保。 8 喫煙対策不十分

公共の場の禁煙、
飲食店含め。　た
ばこを一箱1000円
に。　トップダウン
で。

人材（数・質とも）
不足で事業の執行
が不十分な状況で
す。地域の医療
者、大学、行政、患
者会の連携がよい
のが強みです。

このタウンミーティ
ングのように全国
的な視点でベンチ
マークができ対策
がとられるとよいと
思います。　行政
職員の人材の育成
も重要です（特に
上に立つ人）。がん
対策の理解（全く
初めての人がきて
分かった頃に異動
してしまいます）。
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25 3、4

宮城（石
巻ホッと
サロン
在宅ホス
ピスケア
連絡会
（行政）の
中で地域
力を！支
え合いの
場提供者
として。） 3 3 1 5 6 1

医師不足という環
境の中で、目の前
の患者さんに対応
することで精一杯
のように感じられる
ので、もっとゆとり
ある時間の提供が
必要ではないかと
思われる。

地域の中で、個人
で開業している医
師の方々の協力体
制を築き、中核病
院への派遣を通し
てお互いに資質向
上を図りながら、患
者の生活にまで心
を向けられる医療
となることが望まし
いと思われる。そ
のための診療報酬
は充実したものとし
てほしい。 5

上記の事項がなさ
れることで、地域の
風通しがよくなり
様々な問題が解消
されると思われる。 6

チーム医療の充実
が患者支援につな
がって行くと思わ
れるが患者は診療
（手術など）終了し
た時点で自宅に戻
り、通常の生活を
送ることになるが、
その間での精神的
不安の大きさに決
して平常心ではい
られない状況があ
る（経済的なこと、
食事のこと、通院
のこと）。その支援
が大切であると考
える。

地域の中に、自分
を丸ごと受け入れ
てくれる場の提供
が大切であると実
感している。緩和
ケアは決して痛み
を取り除くだけでな
くその人の生きて
いこうとする意欲を
見つけられる環境
づくりが大切と考え
る（不安をただ語り
合うだけではなく本
人の自立を促せる
場が必要と思われ
る）。 総合医療の推進

患者にとっては間
口が広ければ広い
ほどうれしいと思
われるので将来的
には期待したいで
す。

26 3 宮城 2 4 2 3 6 2

がん遺族の会で活
動しているが遺族
の方で緩和医療を
受けられた方は少
なく、そして緩和ケ
アに対応できる医
療機関や医療者
（Dr.）が少ない。患
者や家族に緩和医
療の情報や存在の
説明が不足。

緩和医療に関心の
ある医療者をもっと
育てるための方策
と予算。 3

最近開業医院が増
えている地域もあ
るが在宅医療に目
を向ける医師が少
ない。在宅で患者
をみたいと思っても
なかなか踏み切れ
ない因の一つだと
思う。

開業医の横の連携
組織を確立する。
それにより患者の
病種、病状等地域
性を把握して一人
の医院のみの負担
を分け合う。 6

矢張り遺族会で感
じている、何をどう
して良いのか何が
問題なのかを理解
できない。医療者
の説明も理解でき
ない。どこの医療
機関へ行ったら良
いのかわからな
い。治療法や緩和
医療の選択等を云
われても説明を理
解できずに答えが
出せない。

追い込まれた状態
にある患者や家族
を支援する医療機
関の専門の方の充
足は勿論だがその
方面のボランティ
アの養成（遺族等
の経験者を）で目
線をもう少し患者
側に向ける。がん
を即告知された患
者と家族への初期
のサポートが必
要。

がん検診の方法を
もう一度整理して
はどうか。検診の
仕事に関わってい
るが地方の行政の
方は検診率をあげ
るために動いてい
るような気がする。
毎年受診すべき項
目、隔年でも良い
もの等、年齢（超高
齢者は？）、受診
必要年齢の方への
配慮等へ予算を組
むのはどうか。　が
ん検診の質の向上
のため、まず行政
の方の学習を。

27 1,3 3 4 1 2 3 1

大病院は割と良い
が、一般病院では
まだがん特有の痛
みについてよく学
んでいない医師が
多い。モルヒネ使
用について適正な
理解がなされてい
ない医師への教育
が大事だと思う。

各々の市医師会、
県医師会が研修会
を何度も開いて、
一般病院の医師の
質向上をはかって
ほしい。 2

東北医大の病院の
緩和ケアセンター
でボランティア活動
をしているが、入棟
できた患者やそれ
を支える家族は本
当に喜んでいる。し
かし入院待ちの患
者が多く、入る前に
亡くなっている方も
多い。全国にもっと
もっと多くの施設と
そのためのケア
チームの充実を望
む。

ホスピス専門の病
院やセンターだけ
でなく、一般病院で
も少人数のための
緩和ケア病室がで
き、そのための国
や県からの予算措
置か何かがなされ
たら、がん患者が
どんなにか助かる
のではないかと思
う。 3

これからますます
患者が多くなるた
め、在宅緩和ケア
が重要になると思
う。しかしなかなか
在宅緩和ケアをす
る医師が増えない
現状を何とかなら
ないかと、がんを
経験し、また、がん
で夫を亡くしたもの
として痛切に思っ
ている。

緩和医療を目指す
医師の育成や在宅
緩和医療をしたい
と思っている医師
を制度的にも予算
的にも国や県で
バックアップしてほ
しい。

本日のワーキング
グループの埴岡先
生のお話を聞い
て、一市民として、
本当に心強く思い
ました。今後ますま
す頑張られ、国民
のため力になって
いただきたいと、お
願いと感謝を申し
上げます。

28 6 宮城 2 3 1 3 8

29 4 宮城 3 3 8 9 8

若い人たちの喫煙
が目立つ。朝車通
勤ですれ違う車の
中から、若い人た
ち（男性より女性が
多いかも、幼稚
園、学校の送迎も
あり。）が喫煙しな
がらの運転が気に
なる。これから子供
を作ったりする人
たちが自ら体をボ
ロボロにするかと
思うと残念です。

幼稚園、小中高の
時代から、園、学
校教育の現場に
て、タバコの害の
恐ろしさ、正しい知
識を教える予算を
措置していただき
たい。指導者は教
育ではなくてがん
対策に従事してい
る医師、保健師を
当て、生の声（現
場の状況）も知ら
せてほしい。 9

検診を受けたくて
も、個人受診のお
金がない。一層の
不況下、さらに現
金収入が少なくな
るなか、一家で（夫
婦または祖父母）
で検診を受けると
万円となることがあ
る。これに精検に
まわると、プラス数
万円と、生活のな
かから工面するこ
とが厳しい。

個人負担軽減の予
算を措置していた
だきたい。特に精
検にまわった場合
は、個人の負担を0
円で受ける施策を
お願いしたい（精検
報告を義務付ける
ことで）。 8

がん対策が努力義
務により、介護保
険、特定健診が重
要視されていると
感じるが、義務付
けにして行政の担
当者が力を入れる
ことによりがん検
診を受けやすい環
境を作ってほしい。

予算も措置してほ
しいが、義務化に
より国の指導力を
発揮してほしい。

受診率50，70％と
いうが、きっちりと
した年齢構成別の
母数のあるものが
必要ではないで
しょうか。

受診率が50．70％
より下がっても、年
齢階級別が示され
る母数となるような
基準にすべきと思
う。
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30 11 宮城 3 4 1 2 3 3

・病院における入
院日数の短期化に
伴い、いわゆる「が
ん難民」となった患
者さまの行き場所
が仙台においても
充実されていない
と感じます。在宅で
最期を迎える状態
となっても、介入し
てくれる医療がま
だまだ不十分と思
います。・独居で
も、在宅死を望ま
れる患者さんが安
心して暮らしていけ
る様な環境づく
り。・メディカルマン
ションなどもできて
いますが、その施
設内のスタッフの
医学的知識、医療
への介入の制限。

・自宅で最期を迎
えることを安心して
患者、家族が思え
るような施設の充
実化、医師（往診）
の確保、育成、連
携　・在宅診断報
酬の充実化・独居
での患者さんが安
心して生活してい
けるシステムを考
えていただきた
い。・メディカルマン
ション等のスタッフ
の意識、介入をど
こまでとするのか、
明確な知識習得の
場を作っていただ
きたい。 1

在宅医療の中に
も、緩和ケア認定
看護師、がん疼痛
認定看護師等も多
くなってきていると
思われますが、お
互いの連携や情報
交換などの場があ
れば、充実していく
のではないかと思
います。また、その
際可能であれば、
医師の方々とも場
を共有していけれ
ば関係性も確立さ
れていくのではな
いかと思います。

・在宅医療にかか
わる医師と看護
師、他職種（訪問
看護師、ケアマ
ネージャーetc..）と
の情報交換、共有
の場を設けていた
だきたい。・東北地
方における認定看
護師育成の場が悪
いので、その場を
作り、認定看護師
を増やしてほしい。 2

在宅における麻薬
の使用も拡大しつ
つあり、その際に
おける認定看護師
らがどこまで介入し
ていけるか。施設
外での緩和ケア、
疼痛認定看護師の
活用の充実化をお
願いしたいと考え
ます。

麻薬に対する傾眠
対策として、リタリ
ンの使用が（精神
科医による処方）
限られている状況
下で、在宅で傾眠
対策が行えるよう
な対策を考えてい
ただきたいと考え
ます。・在宅医療に
も精神科医が介入
できるようなシステ
ム作りをしてほしい
と思います。

がん専門病院での
勤務の経験を経、
現在は在宅にかか
わっていると、がん
難民の方々の行き
場所、安心して生
活できるようなフォ
ロー（往診してくれ
る機関の少なさ、
24時間対応の少な
さ）が不十分なた
め、不安を抱えて
退院を余儀なくさ
れてきている方々
を多数見てきまし
た。フォローできる
往診医をもっと増
やすことはできな
いでしょうか。

往診可能な多機能
な医療関連の充実
化を願います。・在
宅における緩和ケ
アチームの充実化
（在宅ホスピスが
標準化されていけ
るように）

31 12 2 3 1 4 9 7

個人情報保護の壁
と運営に対する財
政支援が都道府県
では困難に。

がん登録法の整備
と、都道府県への
財政支援。 1

がん診療連携拠点
病院の整備と均て
ん化

現行の二次医療圏
毎の拠点病院の整
備は、今の指針で
は困難な状況にあ
る。このため、拠点
病院の一歩手前の
サブホスピタルの
ようなシステムの
構築が新たに必要
と考える。 9

がんの検診につい
ての受診率の向上
と制度管理を進め
るための市町村、
都道府県のマンパ
ワーの不足と財源
の確保が困難な状
況となっている。

都道府県と市町村
への支援のための
財政措置。

がん対策の予算の
確保が困難になっ
ている。

医療保険を活用し
たがん医療の推進
や検診の推進など
が考えられる。Ex
拠点病院の診療報
酬のインセンティブ
の向上や検診の医
療保険の適用。

32 7 宮城 3 3 1 2 9 1

全体が医師不足の
中で特に放射線治
療医と化学療法医
の不足が問題であ
る。特に医師育成
に大学の教育体制
は重要で、すべて
の大学で専門の講
座を設立し、専門
医の育成と同時に
がんを扱うすべて
の医師に放射線治
療や化学療法の適
応や知識を教育す
べきだと考えられ
る。

法人化後は、各大
学の判断で講座設
置となるが、是非
文科省中心に予算
をつけて講座設置
を促進していただ
きたい。 1

医師の育成には時
間がかかるので、
当面の問題解決と
医療の質向上のた
めに医学物理士な
どコメディカルの育
成と資格化が重要
である。

欧米に恥じないよ
うに医学物理士や
がん専門看護師な
どの資格化と研修
期間中の予算支援
や雇用のための予
算化をお願いしま
す。

がん対策の予算は
すべて時限である
ことが問題である。
人材育成が重要な
課題であるので、
長期の人材雇用計
画などができない。

がん対策で有効な
施策を診療報酬に
反映する方法を作
ることとその公表。

33 12 宮城 3 4 1 2 3 1

1．医療従事者の
数も質も不十分。
そもそも医療従事
者が不足している
中、がん医療にど
の程度分けられる
かが要検討。2．各
種専門医、専門看
護師、医学物理職
種の整備。

新たな資格制度の
創設も視野に入れ
た諸外国等の状況
の分析とそれに伴
う財政支援（診療
報酬での裏付けも
含めて） 2

医師で緩和ケアに
ついて十分認識し
ていない人が非常
に多いという認識。
看護師も同様。どう
しても自分が専門
とする各専門分野
に偏重する傾向あ
り。

やはり、教育の充
実が必要。医学
（学生）教育の中で
の充実が不可欠。 3

在宅医療について
充実していないと
の認識。

教育、育成にかか
る経費の充実

がんに限らないが
一次予防の対策が
不透明。（二次予
防が強調されす
ぎ）国家を挙げて
大きな対策に取り
組めないか。
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34 1 宮城 3 4 6 10 13
自由診療
の評価 6

・各病院の治療（例
えば外科手術等）
に対する治療後の
常に最新の経過の
情報公開（インター
ネット等で）。生存
されている場合、ど
のような状態で生
存されているの
か、完治されてい
るのか。・上記の多
くの情報があれ
ば、患者側の治療
に対する判断、選
択に生かされる。

・上記、情報公開
に対して、標準
フォーマットを作成
し、ネットでも見ら
れるようにお願いし
たい。 10

第4、第5の療法の
研究の推進、例え
ば、ゲノム、免疫療
法に対する積極的
な研究推進。県に
一か所、すべての
がんで臨床参加で
きるようにお願いし
たい。

例えば、一部のが
んで、ペプチドワク
チン療法などは結
果が出ているもの
もあります。そうで
あるならば、すべて
のがんで広く、多く
臨床を重ね、でき
るだけ早く成果を
導き出す。そして、
実際の治療に生か
していただきたい。 13

自由診療といっ
て、色々な療法が
なされています。保
険外なのでかなり
高価なものばかり
です。果たして効
果があるのかとい
うと、客観的な資料
が何もありません。
信じていいものか、
評価のしようがな
い。

そういう治療をする
のであれば、客観
的な治療の効果を
情報公開すること
を義務化していた
だきたい。そうすれ
ば、いかがわしい
ものが乱立するこ
とはなくなるし、患
者が無駄な治療を
しなくて済みます。

35 1 宮城 3 3 1 4 9 4

現在、肝細胞癌患
者です。現在まで
肝動脈塞栓術を2
回受け治療中で
す。病状に適した
治療を施してもらっ
ているのですが、
治療の方法が何通
りかあるようなので
すが、もっと患者、
家族に浸透する啓
蒙活動が必要では
ないかと思ってい
ます。

治験に加入してい
ましたが、再発して
中止となってしまい
ました。このような
場合、今後の治療
の在り方、今後の
薬の在り方が心配
で、治療薬の制度
の期間短縮（認可
まで）できないもの
か。 1

私の場合は良い医
師に恵まれている
と思っていますが、
一般的に主治医に
ばらつきがあるよう
で、特にがんに対
する知識の豊富さ
が必要と思われま
す。

医師（専門医）の早
急な育成と育成の
ための予算。 9

早期発見による完
治率は高いと思わ
れます。市町村単
位で早期発見の体
制作りを一日も早く
確立してほしい。

色々な検査（CT、
MRI, PET等々）の
費用が未だ高額と
思われますので、
低価格での検診料
でできるようになる
とよいと思う。

がん対策について
このような体制で
進めているとは知
らなかった。もっと
マスコミ等で周知
すべきであると思
う。

上述した3つの項
目、予算について
は、医療現場と
マッチした予算計
上をし、それが消
化されることが望
ましい。

36 1 宮城 1 1 8 9 10 9

早期発見につい
て。今まで以上に
回数お願いしま
す。（がん検診）国
の予算でお願いし
ます。

37 7 宮城 3 3 4 9 10

38 2 宮城 4 3 2 4 11 3

1.宮城県にはホス
ピスが少なく、入院
するのに3か月近く
かかり、順番待ち
の状況である。2.
現医療制度では、
患者本人が入院し
たくても外来をすす
められる。

1.一週間前後で入
院できるよう設備
の拡張を図ってほ
しい。2.ベッドが空
いているのに入院
させてくれない。こ
れは、一般の軽度
の疾患と同一に考
えているのではな
いか。 4

抗がん剤に副作用
が多く、家族が見
ていて本当に忍び
ない。

ハーセプチンのよ
うな分子標的治療
剤がないものか、
また、副作用を緩
解する治療法の確
立を急いでほし
い。 11

がんの転移先の予
測ができ、これを遮
断する治療法の推
進（天気予報のよ
うな観測はできな
いのか）

今年ノーベル賞を
受賞した下村博士
の、クラゲから採取
した蛍光染料の医
療分野での活用を
早く実現してほし
い。

妻が乳がんになっ
て7年経過しまし
た。毎月高額療養
費44,400円を適用
していますが、年
金生活ではとても
家計が苦しい。一
年以上の療養者に
は経済的保護政策
を施してほしい。

人工透析は本人負
担は10,000円/月
で、残りは全額公
費負担になってお
り、長期に及ぶ治
療には保護政策を
早急に打ち出して
ほしい。そのため
には、現保険の社
保、国保、共済、組
合健保の一元化統
合が必要である。
高額医療費は社保
→国保に切り替わ
ると、カウントが1
からになる。これ
は、病院も同じな
のに不合理であ
る。
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39 7 宮城 3 3 1 2 3 2

緩和ケアチーム加
算をとるための条
件が厳しい点。特
に、専従医がチー
ムメンバーとして必
須という項目は現
実離れしており、
ハードルが高い。
せっかくチームを
組み活動を行って
も、診療報酬に結
び付かないのは、
意欲を低下させ
る。内科、外科系
の医師が専従医と
なるということは、
その分野の専門医
を減らすことにつな
がっている。緩和
医療を専門にして
いる医師ですら、
病棟業務と兼務で
きず、専従医とな
れない。

1.関連する認定看
護師さえいれば、
チーム認定される
ように改善してほし
い。（がん疼痛治
療、ホスピス認定
等）2．兼任医がい
るところは１00％、
専任医のいるとこ
ろは200％、専従医
がいるところは
300％などマンパ
ワーの充足度に応
じて手厚く報酬に
反映されるような
改善を望む。 1

全国各地で緩和ケ
ア研修会が開催さ
れるようになった
が、参加を促進す
るための方策が足
りない。

・研修受講者に対
するインセンティブ
を準備すること。
（例：緩和医療専門
医資格申請に生か
せる等）・拠点病院
に対する補助金が
どのように使われ
ているか、全国的
なデータを開示し
てほしい（特に緩
和ケア研修会への
投入割合につい
て）。

40 8 宮城 3 4 2 4 5 5

標準治療を行い得
る設備の偏在、不
足。（手術、化学療
法、放射線療法
（特に放射線）の
セットとして）

地域がん拠点病院
の計画的配置（生
活の場から大きく
離れないように）。
必要な予算の国か
らの拠出。その上
で、地域の方々へ
の情報の提供、共
有。 2

見本的な緩和ケア
のさらなる普及。

・緩和ケア＝終末
期医療という誤解
を無くす工夫。（地
域格差も大きい）・
現在のがん治療医
への緩和ケア研修
に何らかのメリット
を与える（修了者
の診療報酬の加
算、雇用施設への
加算など）・緩和ケ
アを行う上での
種々の規制（e.ｇ・
人員不足の中、兼
務を認めない等。・
専任看護師の権限
の制限→例えば、
主治医に助言し、
処分が行われたら
加算等）の緩和。
（このために、拠点
病院を維持できな
くなる可能性のあ
る施設もある。） 4

治療の最適化のた
めに払われるコス
トに対し、診療報酬
は一律である。

治療の計画立案、
実施に対して、他
職種カンファレンス
加算、Cancer
boardの加算、認定
専門医加算、など
の優遇措置。認定
看護師等の育成へ
の助成措置。

41 3 3 2 3 5 3

退院して在宅医療
への移行が可能な
のに、患者や患者
家族の知識不足や
それらの説明に対
する理解不足で、
退院させられない
ことがかなり多い。
在宅医療、緩和ケ
アについて、一般
の方への啓発運動
が必要である。

・地域での啓発活
動。町内会や老人
会での説明会。・
家族の一員として
子供を対象として
学校でもがん、緩
和ケア、在宅医療
について話をす
る。医師会、学校
医とも協力して。 2

宮城県の緩和ケア
病棟は3か所だけ
で、仙台に集中し
ている。・二次医療
圏にひとつずつ緩
和ケア病棟ができ
れば緩和医療のレ
ベルが上がる。

・緩和ケア病棟の
建設、スタッフ集
め、維持には金が
かかる。赤字経営
になるので公的な
予算措置が必要で
ある。・緩和ケア病
棟を実現させるの
が困難であれば、
地域の緩和ケア
チームの充実のた
めに予算をつけ
る。
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42 13 宮城 3 3 1 9 13 9

がん検診の受診率
アップを目指すが
なかなか難しい。
マンパワー不足は
かなり深刻で自治
体の現場職員はが
ん以外にも（自分
のことです）予防接
種が特定保健指
導・特定健診など
あらゆる業務を担
当しています。約5
万人の人口の市で
すが、がん検診は
ほとんど1名（プラ
ス係員）で行ってい
る状況です。検診
をこなすのに精
いっぱいで、普及
事業の実施は困難
です。（一応フォー
ラムとかやってま
すが）

検診に関わる検診
団体との調整や受
診者市民からの苦
情も多く、その処理
対応未精検者への
受診勧奨や追跡な
どなどどんなに現
場担当者が多忙か
わかりますか？ほ
かの市町村も同様
だと思います。自
治体のがん検診は
ほんの1、2名の職
員で実施している
…と言っても過言
ではないと思いま
す。どんなに予算
がついてもこれ以
上やれません。都
道府県の意見も重
要ですが、末端の
現場の状況にあっ
ていなければ使い
ようがありません。
全く人的に不足で
す！！頑張りとか
やる気以前の問題
です！！現場の担
当者は疲れてま
す。 1

市民から医師の苦
情をよく聞きます。
がん告知は一般的
だし、主流だと思い
ますが、「平均寿命
生きたんだからもう
いいだろう」とか
「世界に何10億人
人間がいると思う
んだ？一人くらい
死んでも問題ない」
などと平気で言う
医師が増えてい
る。医師の人間性
が問題なのか？

資質向上やスキル
アップで…とは考
えますが、良い対
策は思いつきませ
ん。根本には医師
不足とかが問題な
のかもしれません
ので。 9

職場健診のがん検
診の受診率が不透
明だし、未把握で
ある。市の担当者
としては、市民健
診のみの把握に限
られているので、
市全体を考えたと
きに発見率や死亡
率、色々把握して
対策を講じたいが
限界があるのが残
念です。

労働基準法で何と
か整備するとか。
職域健診もがん基
準法で精度管理す
るとか、受診を義
務付けるとか、して
ほしい！！がんは
予防が難しいと思
うから、早期発見、
早期診断、治療が
最も大切だと思い
ますから、職域の
人を把握できない
のは片手おちな気
がします。

医療費が高い、ホ
スピスが高い、ホ
スピスの入所待ち
期間が長いし待っ
てる間に死んでし
まう！！

医療費の助成とか
…。（でも国も県も
市もお金ないから
無理ですね。だい
たい、職員削減、
時間外手当なし、
休日の研修はすべ
て自己負担。こん
なんじゃモチベー
ション低下も著しく
なります。やる気だ
けで乗り越えられ
ないです。）

43 1.3 宮城 1 1 1 3
8．
9.10 9

がんの早期発見に
対しての関心を高
めるよう、具体的な
呼びかけをする必
要を感じる。

各種癌に対する専
門の病院（施設）関
係者特に医師の確
立を要望いたしま
す。つきましては、
研究に際して資金
が必要です。国、
県、市の連携を密
にして充分なる予
算を計上してほし
い。 10

何といっても専門
医の確保が必要で
あるため、充分な
る予算措置があっ
てほしい。

専門医師の研修費
を中心に施設の確
定に対しての予算
措置をする必要が
ある。

医師不足、特に各
専門医の確保が最
重要です。

研修医に対して、
施設に対して、本
気になって予算措
置計上してほしい
最重点で。

医師、特に各専門
医不足解消が一番
です。
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44 16 宮城 4 4 1 8 10 1

がん診療連携拠点
事業におけるがん
医療者の研修は重
要ですが、医療者
を育成するための
専門家（医）が少な
い。今後、がん患
者が増加する中
で、医療従事者の
中からがんを専門
にする医療者を確
保し、その専門性
を向上するには、
がん医療者を計画
的に増やす国（行
政）の施策が必要
と思われる（拠点
事業や文科省の
「がんプロ」では、
目標を達成するた
めの財政基盤や具
体性が弱いと考え
る。）

①がんの専門医療
者を大学で養成す
るための講座の設
置を推進する。こ
のため大学医学部
等の予算（講座設
置のための振興調
整費や補助金）を
拡充する。→「がん
プロ」の5年間の補
助金が終了した後
にも補助を継続す
ることも検討する。
②拠点病院に専門
医を配置するに
は、やはり医学教
育からの対策が必
要である。具体的
には化学療法と放
射線治療の講座は
全国79大学すべて
に設置すべきであ
る。 10

過去30年間の対が
ん１０ヵ年計画（１
～３次）は主にが
んの基礎的研究が
中心であり、大きな
成果を上げてきた
が、その一方でそ
の成果が臨床の場
（実際の診療）に反
映されていないと
の批判があり、現
在様々な国のがん
対策は主にがん医
療に向けられてい
る。短期的な視点
に立てば、これは
大変結構なことで
あるが、中、長期
的な観点から、が
ん研究予算、特に
がんの基礎研究予
算を減じるべきで
ない。（がん特定領
域研究の終了は我
が国のがん医療水
準を下げることに
なる。）

1．がんの研究予
算の拡充→文部科
学省における科研
費にがん予算を復
活させる（がん特
定に代わるもの）
→厚労省のがんの
臨床研究（厚労予
算）も現在の予算
では足りない。2．
がんの医療水準を
向上させるには新
しい医療を研究開
発するしか方法は
ない。”がん医療水
準の均てん化”は
あくまで低い水準
のところと引き上げ
るだけであり、全体
のボトムアップのた
めには、研究、開
発の推進は不可欠
であると考える。 8

喫煙対策は最も
手っ取り早いがん
対策。行政の力だ
けでは喫煙対策の
推進がうまくいかな
い。政治家（国政、
地方問わず）や官
僚の喫煙率が高
く、また、一部の政
治家がたばこ産業
と関係が深く、国の
政策としての対策
が進展しないので
はないか。

・公共の場（飲食
店、役所）での喫
煙の全面禁止ー都
道府県共通の施策
として3年以内に実
現すること。・喫煙
は医療費を無駄遣
いする“悪”である
ことを国がテレビで
広告するくらいのこ
とはしてほしい。★
一昨年、文科省に
行ったとき、待合室
の隣で職員が喫煙
していて、煙突のよ
うな待合室であっ
た。厚労省もおな
じ。

省庁間の連携が不
十分。政治、政権
を切り離して、一定
期間予算を拡充
し、それを守る枠
組みを超党派で決
定し、政策に反映
する様に働きかけ
るべき。

1．文科省予算の
拡充（大学医学部
におけるがんに関
連する講座→特に
腫瘍内科と放射線
治療科の設置のた
めの予算）2．厚労
省における拠点病
院の拡充、3．省庁
を越えて、がん研
究予算の拡充。

45 2．3.4 岩手 1 2 4 11

がんの施策と予算
を考えるという患者
委員の役割、がん
対策推進協議会の
役割について周囲
の理解が得られな
い、一般の大多数
の患者さんの関心
が全く低い。一般
のがん患者さんに
がん対策の重要性
が理解されていな
いと感じる。

一般市民や大多数
の患者さんに「が
んの施策を予算を
考える」ことの重要
性を知ってもらうた
めの啓発をしてほ
しい。 2

緩和ケアの充実が
叫ばれているが、
まだまだ普及して
いない。できるだけ
早めに緩和ケア、
ホスピスの医療現
場への浸透が望ま
れる。

卓上の学習だけで
なく、すべてのがん
医療に携わる医師
への緩和ケア実習
の義務化。

46 宮城 3 4 1 6 6

日常生活、社会生
活などに関する患
者、家族への相
談、支援体制が十
分ではないと思わ
れる。

患者を中心とした
医療、福祉のさら
なる連携。患者団
体がさらに積極的
に役割を持てる環
境づくり。 1

疾病のみを見るの
ではなく、日常生
活、社会生活につ
いて十分にアドバ
イスできる医療従
事者の育成、医療
従事者のコミュニ
ケーション能力の
欠如または不十分
さ。

患者・家族の声を
医療従事者の現場
に反映すること。

がん対策立案など
において、患者団
体も含めた地方自
治体、国、医療者、
福祉関係者、一般
市民も巻き込んだ
プロセスの重要性
を認識した。

埴岡氏が説明した
施策・予算などに
関する提案プロセ
スの定常化とそれ
らの公表の定常化

47 宮城 3 3 1 2 3 2

1．緩和ケアのわか
る医師、コメディカ
ル、医療ソーシャ
ルワーカーなどの
育成が不十分。2．
緩和ケアの“ＱＯ
Ｌ”に対する認識が
不十分。

”緩和ケア”におけ
るＱＯＬ－人とし
て、ノーマライゼー
ションの視点か
らーを高めるため、
自発的な民間人を
育ててほしい。・Ｑ
ＯＬを高めるための
人材を育成、民間
から発想してほし
い。 3

支援診療所の中
身、特に緩和ケア
に対してどうかが
問題である。

支援診療所に緩和
ケアをリードする生
きがいを支える。
（ＱOLをアップす
る）コーディネー
ターを配置する。そ
の育成を民間にモ
デル事業として話
をする。 2

緩和ケアについて
の認識を深めてい
ない。－地域や日
常生活を大切にで
きていない。

緩和ケアが病院に
とどまっているた
め、支援病院と在
宅緩和ケアチーム
の連携した取組み
を。望ましいあり方
を民間モデルから
発展させる。

拠点病院は、治療
中心ー緩和ケア特
に在宅ケアまでの
リーダーになるの
はどうか？在宅ケ
アの現場がわから
ない。

医師、看護師は確
かに大切である
が、専門性のみか
らは解決できな
い。患者、家族の
立場からの発想を
民間に求めてほし
い。
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48 11 宮城 2 3 1 6 13

医療と市民
と協働の生
きがい支援
チームの育
成 6，13

緩和ケアは、“地域
で生きることを”支
えることを深く理念
にとらえた支援が
必要です。①介護
保険、医療保険に
支えられて在宅も
可能になったがケ
アが伴わない。②
緩和ケアチーム
は、医療関係者で
院内チームであ
り、在宅移行後の
支援に結び付きに
くい。③治療→ケア
→生きることの支
援チームの流れを
結ぶ人材が必要で
ある。

・温かな流れがシ
ステムの中に反映
されるように、緩和
ケアコーディネー
ターの養成を。・在
宅療養支援診療所
にコーディネーター
を配置し、予算を
お願いしたい。 5

医療機関と連携体
制の整備の問題
点。・民間の診療
所とのタイムリーな
連携になれない。
土、日、祭日等、が
んの患者さんをそ
のままにしてしま
う。早期連携。・入
院中、がんの患者
さんが家や家床に
戻りたいときの外
泊中の医療の保証
がない。

支援診療所とケア
チームとの連携を
推進することを提
言します。・結果、
がんの患者さんは
日々が命がけで
す。医療機関が休
みのときの対応が
不十分で、我慢さ
せられてしまう現
状を打開するに
は、支援診療所同
士の連携とさらに
ケアチーム（民間と
患者さんの希望す
るチーム編成）と連
携することで24時
間365日安心のパ
イプが可能です。・
連携するための人
材として民間の協
力できるパート
ナーシップのできる
緩和ケアコーディ
ネーターを配置す
る。 13

生きがい支援対策
が課題

生きがいを引き出
すか、つなげるか、
生きている限り（告
知された患者さん
の）をサポートし続
けるシステム、人
材育成を「地域で
命を支えるプロジェ
クト」を予算を組ん
でとりくむことを提
言いたします。

49 6 3 3 1 8 9 9

検診率の向上にも
う一つというところ
が問題

システムの整備、
実施、子宮がん検
診の若年者（10.20
代）に対する対応。 8

禁煙の徹底ことに
若年者の禁煙の強
力な実行。

若年者のパピロス
ウイルス検査など 1 医療従事者の養成

乳がん検診に超音
波検査の導入

50 6 宮城 3 4 7 8 9 9

がん検診がきわめ
て重要であるの
に、受診率が伸び
悩んでいる。受診
率向上にもっと力
を入れるべきであ
る。

がん検診も科学的
に有効性が証明さ
れたものについて
は特定健診と同じ
ように保険者へ義
務付ける方法をと
るべきで、国民の3
人に一人が死亡す
るがんのほうこそ
重要だと思う。 8

がん予防について
のたばこ対策は、
もっと強くやってい
いのではないか。
公的場所での受動
喫煙対策は不十分
である。

たばこ対策はたば
この価格（たばこ税
だけでなく葉たばこ
の納入価格、販売
価格も）を含め、2
～3倍に上げれば
よい。仮に喫煙率
が１/2になって、農
家の方も困らない
でしょう。 7

・がん登録の整備
が進んでいない。
個人情報保護法に
あまりに過敏反応
があって、本来科
学的、医学的な研
究や重要な行政施
策に使用すべき例
外事項となってい
るのに一般の方、
法律家、臨床医に
も理解されていな
い。また、精度の
高いデータを作る
のには、それなり
の金がかかるのに
予算がきわめて少
ない。

・地域がん登録の
重要性を何度も何
度もＰＲする「登録
なければ評価な
し、評価なければ
対策なし」というで
はないか。がん登
録法を作ってほし
い。・先進国では、
県の委託事業とし
て予算化している
が、実際の経費の
１/2である。国が
もっと補助すべき
です。

今回のTMは極め
て有益です。WGの
考え方、方針に全
面的に賛成です。
大いに力を発揮し
てください。期待し
ています。

再度言いますが、
がん検診の義務
化、または、一般
財源化された仕組
みをもとにもどして
補助事業にする。
そうしないと全国の
市町村は動きませ
ん。
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51 6 神奈川 4 4 8 9 11 9

1．各種検診の実
施主体が異なる。
そのため、一体的
な取り組みができ
ていない。実施日
がまちまち。受診
率の低迷。請求事
務の繫雑、窓口の
混乱等が生じてい
る。2．受診率等の
把握、評価の遅れ
3．精度管理が不
十分

1．地方交付税化さ
れたがん検診予算
の大幅増額。2．各
自治体の取り組み
評価と予算の重み
づけ導入。情報収
集―提供による格
差解消と取り組み
強化３．実施主体
の一本化、がん検
診の保険者一括管
理。 8

１．たばこ対策：喫
煙率高い、子供と
婦人の喫煙率上
昇、禁煙、分煙対
策の遅れ２．幼児
期からの健康教育

1．①たばこ価格を
上げる→税収増
は、タバコ農家の
転作奨励(時限)、タ
バコ農家の小売業
者の補助金(時
限)、タバコ対策推
進、禁煙教育推
進、医療、社会保
障関連等に配分す
る。②禁煙、分煙
推進と法整備（神
奈川県条例等）２．
食育、喫煙予防教
育、メンタル対策や
メタボ対策も含め
総合的に。 11

進捗管理、評価に
ついて

県単位での管理、
評価、→全体で集
約し、情報提供。
情報の共有化、均
てん化。

計画、予算につい
て、国、都道府県、
医療関係者、市民
による問題意識の
共有化、有機的な
連携体制の構築

補助についての弾
力的な運用10/10
を増やす。交付金
→地方への配慮

52 2.5 3 4 9 1.9

１．医療従事者の
育成について、医
師になるためには
年数と膨大な経費
がかかる。昔は医
師になることが金
持ちになることと考
えられていたが、
今の医師は、勤務
医にせよ開業医に
せよ、大変な労働
を強いられている
と思う。そのため、
地方とか勤務の厳
しいところから離れ
ようとしている今の
医師不足の地域格
差をなくすようにし
てほしい。また、医
師を育成するため
の助成があっても
良いのではないか
(国会議員の数を
へらしても良いと思
う。国会中継をみ
てそう感じた)

９．がん検診の充
実、検診のための
国から都道府県に
交付された予算を
なぜ都道府県では
十分活動しないの
か、残った予算は
返金するのか、ま
たは、財源難で別
なところに使われ
ているのか知りた
い。また、国からの
指導により、自治
体では、検診の内
容がかわり、入札
によって、少しでも
経費のかからない
ところを利用してい
るようであるが、で
きるだけ、がん検
診センターのような
ところを利用したら
よいと思う。 4

適切な治療の浸透
→告知の有無、患
者からの声として、
健康で74歳まで過
ごしてきた男性が、
せきが出るという
ので病院へ行った
ところ、がんが発見
された。その医師
は、患者、家族の
いる前で、肺がん、
大腸癌、ほか、他
への転移もあり、3
か月の余命と宣
言。患者はあまり
のことに前途を悲
観して、異常行動
を取り始めている。

・早期発見のため
のがん検診の推進
→入札制度の良し
あし・がん告知が
果たして(本人に)よ
いか否か。 3

在宅医療の充実。
老老介護の現状→
大腸がん患者を1
年間家庭で看取っ
た家人の苦労は大
変であった。病院
の先生方のご配慮
で、週に1，2回通っ
てきて、診療してい
ただいたようである
が…

病院に入院したく
ても患者が病院へ
入るのを拒み、家
庭で看取ることに
なったが、こうした
ところへの多少な
りの援助があった
らと思う。

本日の会議はとて
もよかった。いろい
ろなことを聞かれ
たし、参考になっ
た。ありがとうござ
いました。耳のが
んを克服して健康
になり、今朝は3時
に起きて絵の大作
を画いている方が
いる(宮城県で）。
その方は、心の持
ち方で違うというこ
とを言及している。

53 8 福島 4 4 4 4

子宮頸がんの放射
線による標準治療
は外部照射と膣内
照射の併用とされ
ています。福島県
内で平成17年に行
われた密封小線源
治療はわずかに10
数例でありました
が(放射線腫瘍学
会小線源治療部会
調査)地域がん登
録が行われていな
いので県内の年間
の子宮頸がんの発
生数は不明である
が、罹患率から推
定される患者数よ
りもはるかに少な
い数であり、大部
分が手術されてい
ると考えられます。
放射線治療が理解
されていません。

子宮頸がんに対す
る放射線治療に関
する意義を周知
し、放射線治療特
に膣内照射の可能
な施設に患者を集
約するシステムを
構築する必要があ
ると考えます。15 / 19 ページ 宮城
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54 1.4 6 9 5

・医療の分業化に
伴い癌から緩和ケ
ア、ホスピスとハー
ド面でのシステム
には、対策を取ら
れ始めているが、
患者、家族の心の
ケアには、明確な
サポートがない。
医師の治療計画は
進むが、治療に対
する心や環境の整
備(育児、介護、仕
事等）への情報、
サポートもほし
い。・情報がありす
ぎる。その中で正し
い情報を選別して
ほしい。 6

がんが若年化する
中、治療後の人生
が長くなっている。
しかし「がん」に
なったことで、就労
の範囲が狭くなる
ことが多く、将来の
生活の見通しが立
たない、また、治療
費、生活費の余裕
がない。生涯独立
できないという負い
目を感じながら生
きなければならず、
生きがいが持てな
い。

がんになっても就
労できるようにして
ほしい。検診日の
休暇、副作用や時
間短縮などについ
て上司や同僚への
理解。 9

正社員以外の人は
検診に行くために
休暇を取らなくては
ならない。子供の
行事や家族の通院
などで休暇を検診
に充てられない。
検診に行きにくい。
日程の都合、危機
感がない。

企業や自治体で義
務化。一斉検診な
ど(バスなど)　行き
やすい環境(学校
や企業)(女子高校
は卒業前に子宮頸
がん検診するな
ど)、低年齢のうち
に検診の必要性を
訴える。

現在週3回ピアカウ
ンセリングをしてい
ます。多くの患者さ
んから喜ばれてい
ると感じますが、時
給制であり、私自
身生活できませ
ん。また、同病であ
るため、客観的に
なれず、生きがい
が持てません。今
後、患者主体の医
療を目指すうえで、
それを受ける側の
このシステムも対
策を取ってほしい。

55 1 宮城 4 3 1 2 5 1

最近はだんだんそ
ういう意識を持つ
先生や医学生への
指導者も出てきて
いるように思うが患
者の気持ちを考え
ない発言をする医
師が以前は多かっ
た。多忙で気の毒
とは思うが、ごく自
然に思いやりを
持った発言が出る
ような人間性も育
てていただきたい。
医師の言葉の持つ
影響は思いのほか
大きい。

すみません…
ちょっと質問された
ことと答えがずれ
てしまったかも。医
師免許も更新のた
めの試験とか面接
があったら頑張っ
てくださって熱意あ
るいい人材が育っ
てくれるのでは、と
期待します。 6

相談できる場所が
とても少ない。対応
しているところで
は、集中してしまい
担当者の負担が大
きい。

窓口を増やすこと
を目標に、でも何
からどうしたらいい
のか、わからない
ので、相談を受け
る立場になるため
の心構えや、専門
知識を得るための
勉強の講座の機会
を作ってほしい。な
るべく無料や安価
で。対応できる人
材を育てることに
は大きな意味があ
ると思う。 8

喫煙の低年齢化は
問題。成人もなか
なかやめない人が
多い。対策も大事
だが、予防できた
ら効率がいいと思
う。

何故やめたほうが
いいかをもっときち
んと世の中に告知
してほしい。(怖い
ことだと感じるよう
に)。　そもそもそん
なに悪いものなら
売らなければよい
と思う。もしくは、買
いにくくすればよ
い。

難しいことはよくわ
からないのです
が、他県と比べて、
宮城県は比較的予
算を採れているの
に、死亡率が抑え
られていないのは
なぜだろうと、疑問
に思いました。

56 10 宮城 4 4 2 3 6 2

緩和ケアが医者に
浸透していない。
80％の医者がわ
かっていない 3

がん末期の方々の
希望は「家で最期
まで暮らすこと」な
のに、医療提供は
「病院死」になって
いて、全く希望が
果たされていない 6

治る限界になった
人が終末期に移行
するまでの期間を
支える施策に乏し
い

②③⑥に共通し
て。「在宅療養支
援診療所」の充
実。この診療所を
軸とした連携体制
整備、予算配分。
医療全体として
は、「治す医療」の
限界に達した人に
対する「生き方を支
える医療」の充実

16 / 19 ページ 宮城
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57 1 宮城 4 4 1 3 10 1

QOLの考え方が一
般的であると感じ
る。告知、余命を伝
えた後のフォロー
がなく、患者サイド
はパニック状態が
続き、中には自
殺、うつと絶望（生
きる気力が失せ
る）がひどい。

伝えることも大切
だが、相手の気持
ち（魂のケア）の部
分の育成の充実を
願う。 3 　

在宅医療の充実が
急務。家族の中で
の治療も患者自身
の心の安定によっ
て薬の効力がアッ
プすると考える。経
済的に安価にして
ほしい。「介護」と
同様な国の政策と
して考えられるよう
になってほしい。 2

現在としては、治
療費が家庭の大き
な負担になってい
るようである。「治
らないなら、治療せ
ず死んだほうがま
しだ」という声を集
会で耳にする機会
が増えているよう
に感じる。安心して
「自分の命」を生き
る場所が高額で、
一部の限られた人
しか享受すること
ができないのなら
ば、それは無意味
ではないか。新聞・
マスコミ・手記では
綺麗事が多い。患
者からの相談は
「今、ここをどう生き
るか、生き切るか」
という問題が多い。

保険適用をもっと
充実させてほしい。
また、がん患者同
士が、自分の言葉
で自分の人生を語
り合える機会を多く
してほしい。さら
に、がんに関する
情報の独り歩きを
抑制するためと、
検診率の向上を図
るために、がん患
者の体験発表の場
がより増えればよ
いと思う。がんの死
亡率も大切なこと
かもしれないが、
生存率についても
説明する機会を設
けることで、検診を
行う人の人数も増
えるのではない
か、

58 3 宮城 3 3 1 2 12 13

認定・専門看護師
の総数がきわめて
少ない状態にあ
る。認定・専門看護
師による、きめ細
やかな患者への対
応が必要。

認定・専門看護師
養成のための予算
措置 1

医療従事者の技術
的力量だけでなく、
生命の尊厳に対す
る認識・医師のポ
リシー・倫理観の
育成を要請していく
プログラムが欠如

医療従事者に対す
る再教育・技術面
以外の精神面に関
する教育プログラ
ム

59 12 秋田 3 3 1 2 9 2

緩和ケアの現場で
の医療従事者の努
力や苦労が国（中
央）に十分に伝
わっていないように
思う。緩和ケア医
師等が、病院内で
十分な評価を受け
ていない。

緩和ケア医師等の
「はたらき」を一般
市民・医療従事者
にＰＲする必要が
ある。緩和ケアの
コンサルティングを
診療報酬に反映さ
せる工夫はできな
いか。 9

受診率の向上に
は、市町村や地域
の取り組みが大切
だが、補助金が一
般財源化されてか
ら、受診率が上が
ると市町村の負担
が増えてしまう。

受診率の高い市町
村への加算支援

国の予算、施策に
ついて、事前の情
報提供が少なく、
都道府県の予算が
組みにくい

概算要求段階から
の、情報提供や現
場のニーズの把握
をしてほしい。がん
計画を「計画的」に
実行していくため
に、長期的な予算
プランを国で示して
ほしい

60 3 秋田 4 3 3 10 11 3

秋田ではホスピス
が1か所（３４床）の
み。国はやみくもに
「在宅」移行を推
進。秋田は「老老
介護」だし、そもそ
も医師（および訪
問医）が不足。「看
護」と「介護」の分
離（法・保険）が患
者本位ではない。

結婚・子育て等で
退職した看護師に
よる、時間を区分し
た訪問看護。（急
性期病院は困難な
ので若い人。）その
ための報酬と介護
ステーションへの
手当。「介護」と「看
護」の予算面・制
度・法的統合。 10

海外で使われてい
る薬が国内で使え
ない

臨床試験をどんど
んやるための予
算。または、海外
の試験結果もデー
タとして活かす。本
人の了承（納得）の
もと、国内で認可さ
れていない薬を個
別に使用すること
を許可する体制づ
くり。 11

一般の患者に切実
な意見が患者会代
表の委員の意見に
集約されているよう
に考えられている
が、患者会等の委
員は往々にして苦
しかった時の気持
ちではなく、組織の
長としての考えを
述べるの人も一部
存在する。

協議会委員の意見
と並行して、一般
患者の意見をアン
ケートで聞く。アン
ケートの対象は「健
康な人は除く」と
いった形で限定す
る。また、サロンの
スタッフにもアン
ケート調査をする。

「国と県が仲良し」
共有。「六身一体」
はそのとおり。「金
がないなら頭を
使って自分たち
で！」もそのとお
り。
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61 1 宮城 3 3 1 2 3 1

＜医療従事者の育
成＞抗がん剤の専
門知識を持つ医療
従事者が（看護師
も含め）少ない。緩
和医療のプロフェッ
ショナルが少ない
（特に、「痛み」をコ
ントロールするプロ
フェッショナル）。が
ん患者の心のケア
に携わる専門家
（サイコ・オンコロ
ジー、腫瘍精神科
医）が少ない。

専門知識を持った
医師・看護師の育
成。サイコ・オンコ
ロジー分野の開
拓。研修会や情報
収集・知識や技術
研鑽の機会。 2

　＜緩和ケアの充
実＞緩和ケア病
棟・ホスピスの数
が圧倒的に足りな
い。終末期の患者
に対し、死生観な
ど心のケアに当た
る専門家がいな
い。「痛みの緩和」
に対する専門家が
少ない。「緩和ケ
ア」に関して地域格
差がある。

緩和ケア病床の増
設。痛みをコント
ロールする最新情
報の勉強会・研修
会の開催。緩和ケ
アコーディネーター
を各県で育成し、
配置する。 3

＜患者支援と相談
＞各地で患者会が
発足し、患者同士
で自助サポートや
ピアカウンセリング
を行う試みが増え
てきているが、その
反面、ピアカウンセ
リングに当たる相
談員が過去の辛い
闘病生活を思い出
し、過去の記憶を
えぐられるフラッ
シュバック現象に
苦しんだり、各患
者会で相談業務の
分野においていろ
いろ問題を抱えて
いる。

県や市などで、が
ん患者のピアカウ
ンセリングを行う患
者会のスタッフを
集め、カウンセリン
グ技術の習得や、
事例検証を行い、
お互い情報交換を
行ったりできる勉
強会を開催してほ
しい。また、がん拠
点病院の中に患者
会の事務局を置く
など、病院と患者
会で共同の取り組
みができる体制が
できればよいと思
う。

62 17 東京 3 3 8 9 13 13

頚部がん予防のワ
クチン実施を、がん
予防プログラムに
正式に分類する。
医師協会の推奨に
よる、若い女性の
ワクチン接種の促
進。(Vaccination
for the prevention
of cervical cancer
should be officially
classified as a
cancer prevention
program. MHEW?
Should engage in
aggressive efforts
to promote
vaccine of young
women according
to
recommendations
of progressional
phisician
societies.) 8

がん予防プログラ
ム（cancer
preservation
program）が一般的
に国家のプライオ
リティとして見られ
ていない。

①たばこ税増税な
どによる、全国的
な喫煙行動（者）の
減少。②文科省主
導による（がんに
関する？）学校教
育。③女性のがん
予防に対する大学
や学校での教育活
動。 9

がん検診が会社・
社会・学校の福祉
制度においてあま
り実施されていな
い

がん検診率が低い
ため、全国的な教
育プログラムに
よって改善される
べき：①ＮＨＫによ
る広報・宣伝活動
（NHK public
advertisements)
②新入社員に対し
て会社が検診を受
けるように奨励。③
学校や大学におけ
るがん検診の実
施・がんに対する
教育プログラム

63 1 宮城 3 4 4 5 6 5

集学的治療の後の
患者の慢性期や進
行がんのフォロー
体制が不十分。
「治療ができない」
と言われて病院を
出された場合、地
域のネットワーク
（診療所）などが機
能しなければ、行
き場のない患者は
どうすればよいの
か。

拠点病院を核にし
た、地域医療連携
クリティカルパスの
構築。患者が「ワン
ストップ」で医療や
緩和ケアを受けら
れる「チーム医療」
を構築する。予算
措置：ネットワーク
推進事業 6

患者に不足してい
る「情報」（治療に
ついて、医療施設
の実力・ガイドライ
ン）。患者支援と相
談について、病院
内の体制が不十
分。また、病院外で
の取り組みについ
て公的支援が不十
分。

病院ごとの情報開
示（症例数・標準治
療など）。施設比較
ができるようにして
ほしい。医療レベ
ルの均てん化には
施設格差の解消が
必要。

国の予算策定スケ
ジュールが県と整
合していないことが
よくわかった。せっ
かくの事業に用意
された予算を消化
しきれていないの
は残念。
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通し番
号

所属番
号

所属そ
の他

都道府県

【Q1】
対策
に満
足？

【Q2】
予算
は十
分？

【Q3】
重要

テーマ
（番
号）

同左 同左
Q3-12具体

的種類
Q3-13具体
的テーマ

【Q4】
●意見

１－
（番号）

問題点 要望／予算措置
●意見
2－（番

号）
問題点 要望／予算措置

●意見
3－（番

号）
問題点 要望／予算措置

【Q5】全般－問題・課
題

要望／予算措置

64 1 島根 4 4 2 3 6 3

＜在宅医療＞患者
は医療現場から放
り出され、福祉施
設に入れないこと
が多い。フォロー体
制が整っていな
い。

開業医の先生方は
もっと緩和ケアを
学んでほしい。昔
の医師の姿勢を学
んでほしい。緩和
ケアを避ける医師
は医師ではない。 6

＜患者支援＞患者
たちは医療をよくす
るために行動・活
動しているが、ほと
んどはボランティ
ア。医療を向上さ
せるのに貢献して
いるのに、彼らを
バックアップする体
制が整っていな
い。 患者支援が必要

65 18

ケアマ
ネー
ジャー 宮城 3 3 2 3 5 3

介護保険を利用す
る末期がんの利用
者のケアマネー
ジャーになった場
合、「退院してから
サービスを導入→
症状の悪化に伴う
サービス利用内容
の変化→終末期看
取り」までの流れが
とても速く、間に合
わない。特に高齢
でない患者は進行
も早く、介護者も若
く、現実を受け入れ
られないままの退
院もあって状況把
握が困難

末期がん患者に対
する退院後のフォ
ロー体制の充実
（医療・介護）また、
家族に対する丁寧
な経過（予想される
患者の最期まで
の）説明→医療現
場はとても忙しく、
丁寧な対応ができ
ないので、それが
できるような体制
の整備。 5

地域の在宅診療が
できる医療機関の
情報整備がうまく
なされていない

医療連携・ネット
ワークを市民宛て
に発信するツール
の表示 2

末期がんで退院さ
れた患者のフォ
ローを行う医療機
関（在宅診療を含
め）を増やしてほし
い。

開業医と拠点病院
のさらなる連携
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【問1】

 

現在の「がん対策」に満足されていますか。一つ選んで○を付けてください。

1. 1. がん対策の満足度は、東京、宮城ともにがん対策の満足度は、東京、宮城ともに15%15%程度程度

宮城東京

3%

11%

54%

30%

2%n: 44 n: 65

n: 109

合計

がん対策推進協議会
平成22年度がん予算 提案書取りまとめ担当委員会

がん対策に関するタウンミーティング集計結果
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【問2】

 

現在の「がん対策のための予算」は十分だと思いますか。一つ選んで○を付けてください。

2. 2. がん対策予算の充足度は、東京、宮城ともにがん対策予算の充足度は、東京、宮城ともに10%10%程度程度

宮城東京

3%
6%

45%

41%

5%
n: 44

n: 65

n: 109 がん対策推進協議会
平成22年度がん予算 提案書取りまとめ担当委員会

がん対策に関するタウンミーティング集計結果


